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次

週

９

月

９

日

号

は

休

刊

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

主 な 記 事

経産省等の７年度税制改正要望 ２面

滞納残高が４年連続で増加 ３面

特集・役に立つ消費税実務問答集

５～８面

　

納

税

者

が

非

上

場

株

式

等

を

相

続

で

取

得

し

た

際

の

相

続

税

の

申

告

を

巡

り

、

課

税

庁

が

財

産

評

価

基

本

通

達

６

項

を

適

用

し

て

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

こ

と

の

是

非

が

争

わ

れ

て

い

る

訴

訟

の

高

裁

判

決

が

８

月

�

日

、

東

京

高

裁

で

あ

っ

た

。

同

高

裁

（

梅

本

圭

一

郎

裁

判

長

）

は

判

断

に

つ

い

て

大

幅

に

変

更

を

加

え

つ

つ

も

、

処

分

を

違

法

と

し

て

取

り

消

し

た

地

裁

の

判

決

（

２

月

５

日

号

２

面

参

照

）

を

支

持

し

、

一

審

で

敗

れ

て

い

た

国

側

の

控

訴

を

棄

却

し

た

。

　

令

和

６

年

度

税

制

改

正

の

賃

上

げ

促

進

税

制

に

つ

て

、

経

済

産

業

省

か

ら

全

企

業

向

け

、

中

堅

企

業

向

け

の

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

が

公

表

さ

れ

て

い

る

（

８

月

�

日

号

１

面

参

照

）

。

同

税

制

の

計

算

手

順

に

つ

い

て

は

、

⑴

継

続

雇

用

者

の

特

定

、

⑵

適

用

要

件

（

賃

上

げ

率

）

の

計

算

、

⑶

税

額

控

除

額

の

計

算

と

な

っ

て

い

る

と

こ

ろ

、

適

用

事

業

年

度

の

月

数

と

前

事

業

年

度

の

月

数

が

異

な

る

場

合

に

実

施

す

る

調

整

計

算

は

、

⑵

に

お

い

て

「

継

続

雇

用

者

比

較

給

与

等

支

給

額

」

を

調

整

す

る

場

合

と

、

⑶

に

お

い

て

「

比

較

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

」

を

調

整

す

る

場

合

で

、

調

整

方

法

が

異

な

る

の

で

注

意

し

た

い

。

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

で

は

そ

れ

ぞ

れ

の

調

整

方

法

が

事

例

と

と

も

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

に

よ

る

と

、

適

用

事

業

年

度

と

前

事

業

年

度

で

月

数

が

異

な

る

場

合

に

お

け

る

⑵

の

継

続

雇

用

者

比

較

給

与

等

支

給

額

の

調

整

に

お

い

て

、

「

前

事

業

年

度

の

月

数

が

適

用

事

業

年

度

の

月

数

を

超

え

る

場

合

」

は

、

継

続

雇

用

者

は

、

①

適

用

事

業

年

度

及

び

②

前

事

業

年

度

の

う

ち

、

前

事

業

年

度

の

終

了

の

日

を

期

間

の

終

了

日

と

す

る

適

用

事

業

年

度

に

相

当

す

る

期

間

（

前

事

業

年

度

の

う

ち

適

用

事

業

年

度

の

期

間

と

同

月

数

遡

っ

た

期

間

）

に

お

け

る

各

月

分

の

給

与

等

の

支

給

が

あ

り

、

雇

用

保

険

一

般

被

保

険

者

で

あ

り

、

高

年

齢

者

雇

用

安

定

法

に

定

め

る

継

続

雇

用

制

度

の

対

象

者

で

な

い

国

内

雇

用

者

と

な

る

。

　

「

前

事

業

年

度

の

月

数

が

適

用

事

業

年

度

の

月

数

に

満

た

な

い

場

合

」

は

、

継

続

雇

用

者

は

、

①

適

用

事

業

年

度

及

び

②

適

用

事

業

年

度

開

始

の

前

の

日

か

ら

過

去

１

年

（

適

用

事

業

年

度

が

１

年

に

満

た

な

い

場

合

は

適

用

事

業

年

度

の

期

間

）

の

期

間

に

お

け

る

各

月

分

の

給

与

等

の

支

給

が

あ

り

、

雇

用

保

険

一

般

被

保

険

者

で

あ

り

、

高

年

齢

者

雇

用

安

定

法

に

定

め

る

継

続

雇

用

制

度

の

対

象

者

で

な

い

国

内

雇

用

者

と

な

る

。

　

⑶

の

比

較

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

の

調

整

で

は

、

３

通

り

の

調

整

方

法

が

あ

り

、

「

前

事

業

年

度

の

月

数

が

適

用

事

業

年

度

の

月

数

を

超

え

る

場

合

」

は

、

前

事

業

年

度

の

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

を

、

適

用

事

業

年

度

の

月

数

分

に

合

わ

せ

て

減

少

さ

せ

る

形

で

調

整

す

る

。

　

「

前

事

業

年

度

の

月

数

が

適

用

事

業

年

度

の

月

数

に

満

た

な

い

場

合

」

は

、

①

前

事

業

年

度

が

６

月

以

上

で

あ

る

場

合

は

、

前

事

業

年

度

の

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

を

、

適

用

事

業

年

度

の

月

数

分

に

合

わ

せ

て

増

加

さ

せ

る

形

で

調

整

す

る

、

②

前

事

業

年

度

が

６

月

未

満

で

あ

る

場

合

は

、

適

用

事

業

年

度

の

開

始

の

日

の

前

日

か

ら

過

去

１

年

（

適

用

事

業

年

度

が

１

年

に

満

た

な

い

場

合

に

は

適

用

事

業

年

度

の

期

間

）

以

内

に

終

了

し

た

各

事

業

年

度

に

係

る

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

の

合

計

額

を

、

適

用

事

業

年

度

の

月

数

分

に

合

わ

せ

て

減

少

さ

せ

る

形

で

調

整

し

、

比

較

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

と

す

る

。

　

な

お

、

継

続

雇

用

者

比

較

給

与

等

支

給

額

と

比

較

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

の

調

整

で

、

１

月

に

満

た

な

い

端

数

が

生

じ

た

場

合

は

、

こ

れ

を

１

月

と

す

る

。

　

本

件

で

は

、

平

成

�

年

６

月

に

亡

く

な

っ

た

被

相

続

人

の

相

続

人

ら

（

妻

と

子

２

人

）

が

、

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

被

相

続

人

が

代

表

取

締

役

を

務

め

て

い

た

非

上

場

法

人

の

株

式

等

を

評

価

通

達

の

定

め

る

方

法

で

評

価

（

１

株

当

た

り

８

１

８

６

円

）

し

て

相

続

税

の

申

告

を

し

た

。

　

こ

れ

に

対

し

、

課

税

庁

が

本

件

相

続

に

係

る

財

産

の

う

ち

株

式

の

価

額

は

、

評

価

通

達

の

定

め

に

よ

り

評

価

す

る

こ

と

が

著

し

く

不

適

当

と

認

め

ら

れ

る

と

し

て

評

価

通

達

６

項

を

適

用

。

本

件

相

続

株

式

の

価

額

は

国

税

庁

長

官

の

指

示

を

受

け

て

算

定

し

た

価

額

（

１

株

当

た

り

８

万

３

７

３

円

）

で

あ

る

と

し

て

更

正

処

分

等

を

行

い

、

納

税

者

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

訴

訟

と

な

っ

た

。

　

な

お

、

被

相

続

人

は

生

前

、

第

三

者

法

人

と

の

間

で

株

式

の

売

却

・

資

本

提

携

等

の

交

渉

を

進

め

て

い

た

。

こ

の

最

中

に

被

相

続

人

が

亡

く

な

り

、

被

相

続

人

の

死

亡

後

は

被

相

続

人

の

妻

が

代

表

取

締

役

と

な

っ

て

交

渉

を

取

り

ま

と

め

、

被

相

続

人

の

亡

く

な

っ

た

翌

月

の

�

年

７

月

に

１

株

当

た

り

�

万

５

０

６

８

円

で

第

三

者

法

人

に

株

式

を

売

却

し

て

い

た

。

　

一

審

の

東

京

地

裁

は

、

本

件

と

同

じ

く

６

項

が

適

用

さ

れ

、

高

額

マ

ン

シ

ョ

ン

の

相

続

時

の

評

価

を

巡

っ

て

争

わ

れ

た

令

和

４

年

４

月

�

日

最

高

裁

判

決

に

触

れ

、

「

最

高

裁

令

和

４

年

判

決

は

、

実

質

的

に

は

、

特

段

の

事

情

が

あ

る

場

合

に

同

項

を

適

用

す

る

こ

と

を

肯

定

し

て

い

る

も

の

と

解

さ

れ

る

」

な

ど

と

し

た

上

で

、

本

件

で

は

租

税

回

避

行

為

の

よ

う

な

納

税

者

側

の

一

定

の

作

為

と

い

え

る

特

段

の

事

情

は

見

当

た

ら

な

い

と

し

、

そ

の

場

合

の

相

続

株

式

の

価

額

は

通

達

評

価

額

に

よ

っ

て

評

価

す

べ

き

で

あ

り

、

同

項

を

適

用

し

て

相

続

株

式

を

評

価

し

た

更

正

処

分

等

は

平

等

原

則

と

い

う

観

点

か

ら

違

法

で

あ

る

な

ど

と

判

断

。

処

分

を

取

り

消

し

た

。

　

こ

れ

に

対

し

、

高

裁

は

「

最

高

裁

令

和

４

年

判

決

は

、

評

価

通

達

の

適

用

の

有

無

に

当

た

り

、

被

相

続

人

が

相

続

税

の

負

担

を

減

じ

又

は

免

れ

さ

せ

る

行

為

を

し

た

こ

と

を

考

慮

し

て

い

る

」

と

し

た

上

で

、

被

相

続

人

と

納

税

者

ら

に

こ

れ

に

類

す

る

行

為

が

あ

っ

た

と

は

認

め

が

た

い

と

指

摘

。

そ

う

で

あ

る

以

上

、

本

件

被

相

続

人

ま

た

は

納

税

者

ら

の

行

為

に

着

目

し

た

場

合

に

、

他

の

納

税

者

と

の

関

係

で

不

公

平

で

あ

る

と

判

断

す

る

余

地

は

な

い

な

ど

と

し

、

処

分

を

取

り

消

し

た

地

裁

判

決

を

容

認

し

た

。

　

な

お

、

地

裁

判

決

で

は

、

６

項

を

納

税

者

の

不

利

に

適

用

す

る

に

当

た

っ

て

は

「

納

税

者

間

の

不

均

衡

や

不

利

益

等

を

納

税

者

に

甘

受

さ

せ

る

に

足

り

る

程

度

の

一

定

の

納

税

者

側

の

事

情

が

必

要

」

と

し

、

「

一

部

の

者

に

つ

い

て

課

税

庁

が

例

外

的

扱

い

を

す

る

た

め

に

は

、

租

税

回

避

行

為

の

よ

う

な

納

税

者

側

の

一

定

の

作

為

が

特

段

の

事

情

と

し

て

必

要

」

と

も

言

及

し

て

い

た

が

、

こ

れ

ら

は

高

裁

判

決

で

は

除

か

れ

、

そ

の

よ

う

な

こ

と

は

要

件

と

は

な

ら

な

い

と

の

国

の

主

張

に

対

し

、

当

裁

判

所

は

そ

の

よ

う

な

要

件

が

存

す

る

も

の

と

説

示

は

し

て

い

な

い

と

し

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ９ ２

第３６１７号
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岸

田

文

雄

首

相

が

自

民

党

総

裁

選

へ

の

不

出

馬

を

表

明

し

、

首

相

が

交

代

す

る

こ

と

が

確

実

と

な

っ

た

。

新

た

な

自

民

党

総

裁

は

９

月

�

日

に

選

出

さ

れ

、

�

月

初

旬

に

も

召

集

さ

れ

る

臨

時

国

会

で

首

相

に

就

く

見

通

し

だ

★

新

首

相

の

決

断

次

第

と

な

る

が

、

早

期

に

衆

院

解

散

、

総

選

挙

が

行

わ

れ

る

と

の

見

方

が

あ

る

。

過

去

４

回

の

衆

院

解

散

が

い

ず

れ

も

秋

だ

っ

た

こ

と

、

新

首

相

と

し

て

は

刷

新

感

が

あ

る

う

ち

に

選

挙

を

行

い

た

い

と

思

う

だ

ろ

う

こ

と

な

ど

を

考

え

れ

ば

、

そ

の

方

が

む

し

ろ

自

然

な

よ

う

に

感

じ

る

★

仮

に

解

散

、

総

選

挙

と

な

れ

ば

、

税

制

改

正

を

含

む

さ

ま

ざ

ま

な

公

約

が

与

野

党

を

問

わ

ず

出

さ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

他

方

で

、

与

野

党

い

ず

れ

が

政

権

を

獲

得

し

た

と

し

て

も

、

通

常

で

あ

れ

ば

年

末

ま

で

に

行

わ

れ

る

次

年

度

予

算

編

成

や

税

制

改

正

の

議

論

の

日

程

は

か

な

り

窮

屈

と

な

る

。

し

ば

ら

く

は

政

治

の

動

き

か

ら

目

が

離

せ

な

い

。

（

Ｚ

）

　

経

済

産

業

省

や

国

土

交

通

省

の

令

和

７

年

度

税

制

改

正

要

望

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

経

産

省

は

、

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

に

お

い

て

１

０

０

億

企

業

を

目

指

す

中

小

企

業

に

対

す

る

上

乗

せ

措

置

の

創

設

等

、

自

治

体

と

連

携

し

た

民

間

事

業

者

に

よ

る

用

地

整

備

に

お

い

て

地

権

者

が

土

地

を

譲

渡

し

た

際

の

売

却

益

の

一

部

に

つ

い

て

所

得

控

除

を

設

け

る

産

業

用

地

整

備

促

進

税

制

の

創

設

、

事

業

承

継

税

制

の

特

例

措

置

に

お

い

て

役

員

就

任

要

件

の

見

直

し

な

ど

を

求

め

た

。

国

交

省

は

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

等

に

係

る

子

育

て

世

帯

に

対

す

る

支

援

措

置

や

外

国

人

旅

行

者

向

け

消

費

税

免

税

制

度

の

見

直

し

な

ど

を

要

望

し

た

。

　

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

に

お

い

て

、

上

乗

せ

措

置

の

創

設

等

と

適

用

期

限

の

２

年

間

延

長

を

求

め

た

。

上

乗

せ

措

置

は

、

成

長

志

向

の

高

い

中

小

企

業

を

更

に

後

押

し

し

、

売

上

高

が

１

０

０

億

円

を

超

え

る

中

小

企

業

（

１

０

０

億

企

業

）

の

創

出

を

推

進

す

る

も

の

。

１

０

０

億

企

業

は

高

い

レ

ベ

ル

で

外

需

と

内

需

を

取

り

込

み

、

収

益

を

上

げ

て

生

産

性

向

上

を

図

り

、

賃

上

げ

を

実

現

し

、

人

口

減

少

社

会

に

お

い

て

も

地

域

経

済

の

好

循

環

を

先

導

す

る

存

在

で

あ

り

、

経

済

成

長

を

実

現

す

る

上

で

、

各

地

域

に

１

０

０

億

企

業

の

よ

う

な

成

長

中

小

企

業

を

創

出

す

る

こ

と

が

重

要

と

し

て

い

る

。

　

地

域

未

来

投

資

促

進

税

制

で

は

、

拡

充

と

適

用

期

限

の

２

年

間

延

長

を

求

め

た

。

地

方

公

共

団

体

が

戦

略

的

に

重

点

支

援

を

行

う

産

業

分

野

「

重

点

促

進

分

野

（

仮

称

）

」

に

対

す

る

新

た

な

枠

を

設

け

、

ま

た

、

大

型

投

資

へ

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

を

よ

り

一

層

高

め

る

た

め

、

同

税

制

適

用

期

限

内

に

国

の

確

認

を

受

け

た

対

象

事

業

に

つ

い

て

、

計

画

期

間

内

（

最

大

５

年

以

内

）

に

投

資

を

完

了

し

た

も

の

を

適

用

対

象

と

す

る

と

し

た

。

　

新

設

を

要

望

し

た

産

業

用

地

整

備

促

進

税

制

に

つ

い

て

は

、

産

業

用

地

に

対

す

る

ニ

ー

ズ

が

高

ま

る

中

で

用

地

整

備

を

迅

速

化

す

る

た

め

、

自

治

体

に

よ

る

用

地

整

備

と

同

様

に

、

自

治

体

と

連

携

し

た

民

間

事

業

者

に

よ

る

用

地

整

備

に

お

い

て

も

、

地

権

者

が

土

地

を

譲

渡

し

た

際

の

売

却

益

の

一

部

に

つ

い

て

所

得

控

除

を

設

け

る

と

し

た

。

　

エ

ン

ジ

ェ

ル

税

制

で

は

、

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

に

対

す

る

個

人

か

ら

の

資

金

供

給

を

促

す

観

点

か

ら

、

株

式

譲

渡

益

が

発

生

し

た

年

に

行

う

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

再

投

資

期

間

を

複

数

年

に

延

長

す

る

こ

と

を

求

め

た

。

　

事

業

承

継

税

制

で

は

、

特

例

措

置

に

お

け

る

役

員

就

任

要

件

の

見

直

し

、

適

用

期

間

に

お

け

る

事

業

承

継

の

取

組

み

な

ど

も

踏

ま

え

た

必

要

な

措

置

の

検

討

を

求

め

た

。

　

そ

の

ほ

か

に

は

、

中

小

企

業

投

資

促

進

税

制

の

２

年

間

延

長

、

中

小

企

業

者

等

の

法

人

税

率

の

特

例

の

２

年

間

延

長

、

中

小

企

業

防

災

・

減

災

投

資

促

進

税

制

の

２

年

間

延

長

、

生

産

性

向

上

や

賃

上

げ

に

資

す

る

中

小

企

業

の

設

備

投

資

に

関

す

る

固

定

資

産

税

の

特

例

措

置

の

２

年

間

延

長

等

を

要

望

し

た

。

　

「

新

た

な

事

業

の

創

出

及

び

産

業

へ

の

投

資

を

促

進

す

る

た

め

の

産

業

競

争

力

強

化

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

施

行

期

日

を

定

め

る

政

令

」

な

ど

が

８

月

�

日

に

閣

議

決

定

さ

れ

、

同

月

�

日

に

公

布

さ

れ

た

。

同

法

の

施

行

期

日

は

一

部

の

規

定

を

除

き

、

令

和

６

年

９

月

２

日

と

な

っ

て

い

る

。

改

正

産

業

競

争

力

強

化

法

で

は

、

例

え

ば

、

６

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

中

堅

・

中

小

企

業

の

複

数

回

の

Ｍ

＆

Ａ

を

後

押

し

す

る

た

め

に

拡

充

・

延

長

さ

れ

る

中

小

企

業

事

業

再

編

投

資

損

失

準

備

金

制

度

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

認

定

が

必

要

な

特

別

事

業

再

編

計

画

の

記

載

事

項

や

認

定

要

件

な

ど

が

規

定

さ

れ

て

い

る

。

　

老

朽

化

マ

ン

シ

ョ

ン

等

の

急

増

に

対

応

す

べ

く

マ

ン

シ

ョ

ン

建

替

円

滑

化

法

の

改

正

が

検

討

さ

れ

て

い

る

中

で

、

同

改

正

に

よ

っ

て

新

設

を

検

討

し

て

い

る

マ

ン

シ

ョ

ン

取

壊

し

敷

地

売

却

事

業

や

マ

ン

シ

ョ

ン

更

新

事

業

（

い

ず

れ

も

仮

称

）

等

の

施

行

者

で

あ

る

組

合

の

収

益

事

業

以

外

の

所

得

に

係

る

法

人

税

、

法

人

住

民

税

、

法

人

事

業

税

を

非

課

税

と

す

る

特

例

措

置

の

創

設

を

要

望

。

ま

た

、

６

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

の

中

で

、

７

年

度

改

正

で

結

論

を

得

る

と

し

て

い

た

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

等

に

係

る

子

育

て

世

帯

等

に

対

す

る

支

援

措

置

や

同

様

に

７

年

度

改

正

で

制

度

の

詳

細

に

つ

い

て

結

論

を

得

る

と

し

て

い

た

外

国

人

旅

行

者

向

け

消

費

税

免

税

制

度

の

見

直

し

な

ど

も

求

め

た

。

　

同

省

は

、

区

分

所

有

法

で

マ

ン

シ

ョ

ン

の

区

分

所

有

関

係

の

解

消

・

再

生

の

た

め

の

新

た

な

仕

組

み

（

建

物

取

壊

し

敷

地

売

却

等

）

が

創

設

さ

れ

る

こ

と

を

見

据

え

、

マ

ン

シ

ョ

ン

建

替

円

滑

化

法

で

こ

れ

ら

新

た

な

仕

組

み

に

対

応

し

た

事

業

手

続

（

組

合

設

立

等

）

の

創

設

を

検

討

し

て

い

る

。

こ

う

し

た

事

業

手

続

を

活

用

し

た

再

生

等

を

円

滑

に

進

め

る

た

め

、

設

立

さ

れ

る

組

合

に

適

用

さ

れ

る

税

制

上

の

特

例

措

置

を

講

じ

る

こ

と

を

求

め

た

。

な

お

、

同

省

に

よ

る

と

、

今

後

５

年

間

の

適

用

数

見

込

み

は

�

年

度

３

件

、

�

年

度

３

件

の

６

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

６

年

度

与

党

大

綱

で

は

、

７

年

度

改

正

で

の

実

施

を

見

込

む

扶

養

控

除

等

の

見

直

し

と

あ

わ

せ

て

①

子

育

て

世

帯

等

に

対

す

る

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

拡

充

や

②

子

育

て

世

帯

等

に

対

す

る

住

宅

リ

フ

ォ

ー

ム

税

制

の

拡

充

な

ど

を

行

う

旨

が

示

さ

れ

て

い

た

。

た

だ

、

①

と

②

は

急

激

な

住

宅

価

格

の

上

昇

等

の

状

況

を

踏

ま

え

て

、

６

年

限

り

の

措

置

と

し

て

先

行

的

に

実

施

さ

れ

て

い

た

。

要

望

で

は

、

７

年

度

改

正

で

も

６

年

と

同

様

の

方

向

性

で

検

討

す

る

こ

と

を

求

め

た

。

　

同

じ

く

６

年

度

与

党

大

綱

で

は

、

外

国

人

旅

行

者

向

け

消

費

税

免

税

制

度

に

つ

い

て

、

不

正

利

用

の

実

態

を

踏

ま

え

て

「

出

国

時

に

税

関

に

お

い

て

持

ち

出

し

が

確

認

さ

れ

た

場

合

に

免

税

販

売

が

成

立

す

る

制

度

」

へ

移

行

す

る

こ

と

と

し

、

７

年

度

改

正

で

制

度

の

詳

細

に

つ

い

て

結

論

を

得

る

と

し

て

い

た

。

こ

れ

を

受

け

て

要

望

で

は

、

持

ち

出

し

確

認

方

式

（

図

参

照

）

へ

の

移

行

と

と

も

に

、

外

国

人

旅

行

者

の

利

便

性

や

免

税

店

の

事

務

負

担

に

配

慮

し

、

消

耗

品

の

特

殊

包

装

の

廃

止

、

消

耗

品

の

上

限

額

（

�

万

円

）

の

撤

廃

、

免

税

対

象

と

な

る

「

通

常

生

活

の

用

に

供

す

る

物

品

」

か

ど

う

か

の

免

税

店

で

の

判

断

を

不

要

と

す

る

こ

と

な

ど

を

求

め

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

東

京

税

理

士

会

杉

並

支

部

長

も

務

め

た

奥

田

さ

ん

。

大

阪

で

８

月

３

日

に

開

催

さ

れ

た

定

期

総

会

で

新

会

長

に

選

任

さ

れ

た

。

　

「

特

に

抱

負

と

い

う

も

の

は

な

い

の

で

す

が

、

一

緒

に

会

務

を

担

っ

て

い

た

だ

け

る

役

員

の

皆

さ

ま

の

貴

重

な

時

間

を

無

駄

に

し

な

い

よ

う

、

楽

し

く

、

充

実

し

た

会

務

を

し

て

い

け

れ

ば

と

思

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

た

め

に

は

、

私

自

身

が

健

康

に

気

を

付

け

て

、

自

然

体

で

会

務

を

し

て

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

」

と

語

る

。

　

課

題

と

し

て

挙

げ

る

の

は

組

織

離

れ

。

　

「

女

税

連

も

例

外

で

は

な

い

た

め

、

組

織

離

れ

を

防

ぎ

、

魅

力

あ

る

組

織

で

あ

り

続

け

る

た

め

に

は

何

を

す

べ

き

か

を

模

索

し

、

役

員

の

皆

さ

ま

と

一

緒

に

新

し

い

発

見

を

し

て

い

き

た

い

」

と

今

後

の

活

動

を

見

据

え

る

。

　

税

理

士

を

目

指

す

き

っ

か

け

に

な

っ

た

の

は

、

「

税

理

士

試

験

の

受

験

校

の

講

師

に

知

り

合

い

が

い

た

た

め

、

そ

の

流

れ

で

税

務

の

業

界

に

入

っ

て

し

ま

っ

た

」

と

い

う

。

　

女

税

連

へ

は

開

業

し

て

８

年

目

に

入

会

し

た

。

「

税

理

士

に

な

っ

た

こ

と

も

、

女

税

連

に

入

っ

た

こ

と

も

、

ご

縁

が

あ

っ

て

の

も

の

。

こ

の

道

を

選

ん

だ

こ

と

で

、

た

く

さ

ん

の

方

々

と

知

り

合

い

に

な

り

ま

し

た

。

税

理

士

に

な

り

、

女

税

連

に

入

っ

て

よ

か

っ

た

と

思

っ

て

い

ま

す

」

。

　

趣

味

は

観

劇

や

ス

ポ

ー

ツ

観

戦

。

宮

城

県

出

身

。

（

吉

）

　

国

税

庁

は

８

月

�

日

、

令

和

５

年

度

の

租

税

滞

納

状

況

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

滞

納

残

高

は

前

年

度

比

３

・

７

％

増

の

９

２

７

６

億

円

で

４

年

連

続

の

増

加

と

な

っ

た

。

５

年

度

の

新

規

発

生

滞

納

額

は

同

�

・

１

％

増

の

７

９

９

７

億

円

、

整

理

済

額

は

同

８

・

０

％

増

の

７

６

７

０

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

５

年

度

の

徴

収

決

定

済

額

は

、

過

去

最

高

額

を

記

録

し

た

税

収

額

に

比

例

し

、

前

年

度

よ

り

５

兆

１

７

５

４

億

円

多

い

�

兆

６

５

３

１

億

円

（

６

・

９

％

増

）

と

過

去

最

高

と

な

り

、

こ

の

た

め

、

新

規

発

生

滞

納

額

が

増

加

。

整

理

済

額

を

上

回

り

、

滞

納

残

高

が

増

加

し

た

。

滞

納

発

生

割

合

（

徴

収

決

定

済

額

に

占

め

る

新

規

滞

納

発

生

額

の

割

合

）

は

、

前

年

度

と

同

じ

１

・

０

％

だ

っ

た

。

　

滞

納

残

高

を

税

目

別

に

多

い

順

番

か

ら

見

る

と

、

所

得

税

が

３

８

１

５

億

円

（

前

年

度

比

４

・

３

％

増

）

、

消

費

税

が

３

５

８

０

億

円

（

同

５

・

０

％

増

）

、

法

人

税

が

１

２

３

３

億

円

（

同

２

・

７

％

減

）

、

相

続

税

が

５

６

０

億

円

（

同

６

・

１

％

増

）

、

そ

の

他

税

目

が

�

億

円

（

同

２

・

６

％

増

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

同

庁

で

は

、

滞

納

の

未

然

防

止

お

よ

び

滞

納

と

な

っ

た

国

税

の

早

期

徴

収

に

努

め

て

い

る

。

例

え

ば

、

４

年

度

を

見

て

み

る

と

徴

収

決

定

済

額

�

兆

４

７

８

９

億

円

の

う

ち

、

�

・

０

％

の

�

兆

７

５

９

３

億

円

が

滞

納

に

な

る

こ

と

な

く

納

付

さ

れ

て

い

る

。

徴

収

決

定

済

額

の

１

・

０

％

に

当

た

る

７

１

９

６

億

円

が

新

規

に

発

生

し

た

滞

納

で

、

こ

の

う

ち

８

割

の

５

８

７

６

億

円

が

４

、

５

年

度

に

整

理

済

み

と

な

り

、

滞

納

残

高

は

２

割

弱

の

１

３

１

９

億

円

だ

っ

た

。

　

同

庁

で

は

、

新

規

に

発

生

し

た

滞

納

事

案

の

早

期

徴

収

の

取

組

み

と

し

て

、

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

、

滞

納

者

の

過

去

の

架

電

履

歴

等

を

分

析

し

、

曜

日

・

時

間

ご

と

に

応

答

予

測

を

す

る

Ａ

Ｉ

コ

ー

ル

リ

ス

ト

を

活

用

し

た

電

話

催

告

を

実

施

。

　

５

年

７

月

か

ら

６

年

６

月

末

ま

で

に

各

局

（

所

）

の

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

、

催

告

対

象

と

な

っ

た

�

万

７

０

０

０

者

の

う

ち

、

「

完

納

」

に

至

っ

た

の

は

全

体

の

�

・

６

％

の

�

万

２

０

０

０

者

、

「

納

付

誓

約

中

」

の

者

が

同

�

・

４

％

の

�

万

者

と

、

「

完

納

」

「

納

付

誓

約

」

が

全

体

の

約

８

割

を

占

め

る

。

こ

の

ほ

か

、

電

話

が

繋

が

ら

な

か

っ

た

な

ど

で

「

署

へ

返

戻

」

さ

れ

た

も

の

が

同

�

・

３

％

の

�

万

９

０

０

０

者

、

「

催

告

中

」

が

同

６

・

７

％

の

６

万

５

０

０

０

者

だ

っ

た

。

　

国

税

庁

は

８

月

�

日

、

悪

質

・

処

理

困

難

な

滞

納

事

案

の

整

理

促

進

に

関

す

る

取

組

み

と

し

て

令

和

５

年

度

の

原

告

訴

訟

の

提

起

お

よ

び

滞

納

処

分

免

脱

罪

に

よ

る

告

発

な

ど

の

状

況

を

公

表

し

た

。

　

同

庁

は

、

通

常

の

滞

納

整

理

の

手

法

で

は

処

理

進

展

が

図

ら

れ

な

い

事

案

は

、

「

詐

害

行

為

取

消

訴

訟

」

等

を

提

起

す

る

な

ど

訴

訟

的

手

法

を

活

用

し

た

滞

納

整

理

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

５

年

度

は

１

３

９

件

（

前

年

度

１

３

７

件

）

の

原

告

訴

訟

を

提

起

し

た

。

　

原

告

訴

訟

事

件

の

内

訳

を

見

る

と

、

「

詐

害

行

為

」

が

２

件

（

同

２

件

）

、

「

差

押

債

権

取

立

」

が

７

件

（

同

９

件

）

、

「

供

託

金

取

立

等

」

が

１

件

（

同

３

件

）

、

「

そ

の

他

（

債

権

届

出

等

）

」

が

１

２

９

件

（

同

１

２

３

件

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

前

年

度

か

ら

審

理

中

の

事

案

�

件

と

合

わ

せ

た

１

７

５

件

の

う

ち

、

１

４

１

件

が

終

結

。

国

側

が

勝

訴

し

た

も

の

が

�

件

、

国

側

の

全

部

敗

訴

と

一

部

敗

訴

は

な

か

っ

た

。

こ

の

ほ

か

、

取

下

げ

が

７

件

、

裁

判

所

が

決

定

済

み

の

も

の

や

届

出

の

み

の

も

の

な

ど

が

１

２

３

件

だ

っ

た

。

　

ま

た

、

同

庁

で

は

、

財

産

の

隠

ぺ

い

な

ど

に

よ

り

国

税

の

徴

収

を

免

れ

よ

う

と

す

る

悪

質

な

事

案

に

対

し

て

は

、

「

滞

納

処

分

免

脱

罪

」

の

告

発

を

行

う

な

ど

し

て

厳

正

に

対

処

し

て

い

る

。

　

５

年

度

に

告

発

し

た

件

数

を

見

て

み

る

と

、

８

件

（

前

年

度

７

件

）

で

、

告

発

し

た

自

然

人

お

よ

び

法

人

の

実

人

員

は

�

人

（

社

）

（

同

�

人

（

社

）

）

。

�

人

（

社

）

の

う

ち

�

人

（

社

）

（

同

９

人

（

社

）

）

を

起

訴

し

た

。

　

刑

が

確

定

し

た

の

は

�

人

（

社

）

で

、

執

行

猶

予

付

き

懲

役

刑

が

７

人

（

社

）

（

こ

の

う

ち

罰

金

刑

も

併

せ

て

執

行

猶

予

付

き

懲

役

刑

が

科

さ

れ

た

の

が

６

人

（

社

）

）

、

罰

金

刑

が

３

人

（

社

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

海

外

へ

の

財

産

の

移

転

な

ど

に

よ

る

国

際

的

な

滞

納

事

案

に

対

し

て

も

、

租

税

条

約

に

基

づ

く

徴

収

共

助

の

要

請

を

行

う

な

ど

、

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

　

５

事

務

年

度

に

、

日

本

か

ら

徴

収

共

助

を

要

請

し

た

件

数

は

�

件

（

同

�

件

）

で

、

５

事

務

年

度

に

徴

収

し

た

金

額

は

約

５

０

０

０

万

円

（

同

約

９

７

０

０

万

円

）

だ

っ

た

。

　

こ

う

し

た

滞

納

処

分

の

事

例

は

、

次

の

通

り

（

電

子

版

は

全

事

例

を

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

【

滞

納

処

分

免

脱

罪

に

よ

り

告

発

し

た

事

例

（

東

京

局

管

内

）

】

　

滞

納

法

人

の

取

締

役

（

代

表

者

の

妻

）

は

、

国

税

当

局

（

徴

収

職

員

）

に

対

し

、

滞

納

法

人

は

廃

業

し

た

と

虚

偽

の

説

明

を

行

っ

た

。

　

代

表

者

と

取

締

役

は

共

謀

し

、

滞

納

法

人

の

取

引

先

に

依

頼

し

て

、

滞

納

法

人

の

工

事

代

金

等

を

両

者

の

息

子

等

の

名

義

の

預

金

口

座

に

振

り

込

ま

せ

た

。

国

税

当

局

は

、

こ

の

行

為

が

滞

納

法

人

に

対

す

る

滞

納

処

分

の

執

行

を

免

れ

る

目

的

で

さ

れ

た

財

産

の

隠

蔽

に

該

当

す

る

と

判

断

。

滞

納

法

人

、

代

表

者

及

び

取

締

役

を

国

税

徴

収

法

違

反

（

滞

納

処

分

免

脱

罪

）

で

告

発

し

た

。

　

代

表

者

は

執

行

猶

予

付

き

懲

役

刑

（

懲

役

１

年

、

執

行

猶

予

３

年

）

と

罰

金

刑

�

万

円

、

取

締

役

は

執

行

猶

予

付

き

懲

役

刑

（

懲

役

�

カ

月

、

執

行

猶

予

３

年

）

と

罰

金

刑

�

万

円

が

確

定

、

滞

納

法

人

は

不

起

訴

だ

っ

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

８

月

�

日

、

岸

田

文

雄

自

民

党

総

裁

は

９

月

の

総

裁

選

不

出

馬

表

明

、

岸

田

政

権

は

３

年

で

終

わ

る

こ

と

と

な

っ

た

。

昨

年

末

に

発

覚

し

た

清

和

会

の

パ

ー

テ

ィ

ー

券

収

入

の

帳

簿

不

記

載

を

巡

る

不

祥

事

に

端

を

発

し

た

自

民

党

の

政

治

資

金

問

題

で

、

岸

田

総

裁

は

、

清

和

会

幹

部

の

要

職

離

職

処

分

、

派

閥

解

消

宣

言

、

政

治

資

金

規

正

法

改

正

案

を

国

会

に

提

出

し

た

が

、

世

の

批

判

は

収

ま

ら

ず

、

法

案

成

立

の

た

め

与

党

公

明

党

、

維

新

の

会

か

ら

の

修

正

要

求

案

を

丸

呑

み

し

自

民

党

内

の

反

発

も

か

っ

た

。

内

閣

支

持

率

は

低

迷

、

こ

の

ま

ま

で

は

選

挙

を

戦

え

な

い

と

の

党

内

の

批

判

を

受

け

て

の

不

出

馬

宣

言

と

受

け

止

め

ら

れ

て

い

る

（

政

治

資

金

は

古

く

て

新

し

い

問

題

で

あ

る

）

。

発

足

当

初

か

ら

昨

年

の

広

島

サ

ミ

ッ

ト

頃

ま

で

は

順

調

で

あ

っ

た

が

、

幕

切

れ

は

あ

っ

け

な

か

っ

た

と

感

じ

る

。

　

岸

田

政

権

は

、

令

和

３

年

９

月

の

総

裁

選

を

経

て

�

月

４

日

首

班

指

名

。

政

権

発

足

に

あ

た

り

、

新

時

代

共

創

内

閣

を

称

し

、

信

頼

と

共

感

を

得

る

政

治

、

国

民

の

声

を

聞

く

姿

勢

を

強

調

、

所

得

再

分

配

に

重

点

を

置

く

新

し

い

資

本

主

義

を

唱

え

、

大

型

で

思

い

切

っ

た

新

型

コ

ロ

ナ

対

策

と

経

済

対

策

の

実

現

を

述

べ

た

。

政

権

の

推

移

を

振

り

返

っ

て

み

る

。

　

ⅰ

　

選

挙

で

は

、

�

月

衆

院

解

散

、

総

選

挙

で

勝

利

、

４

年

７

月

�

日

の

参

院

選

挙

も

勝

利

。

し

か

し

、

７

月

８

日

参

院

選

で

奈

良

遊

説

中

の

安

倍

元

総

理

暗

殺

事

件

発

生

、

犯

行

動

機

が

統

一

教

会

問

題

と

分

か

り

、

そ

れ

を

契

機

に

統

一

教

会

と

自

民

党

と

の

つ

な

が

り

が

明

ら

か

と

な

り

、

以

降

、

尾

を

引

く

問

題

と

な

っ

た

。

　

ⅱ

　

４

年

２

月

�

日

、

ロ

シ

ア

が

ウ

ク

ラ

イ

ナ

侵

攻

、

政

権

は

、

西

側

一

員

と

し

て

ウ

ク

ラ

イ

ナ

支

持

、

経

済

支

援

。

　

戦

争

を

契

機

に

穀

物

、

石

油

ガ

ス

の

価

格

急

騰

、

ド

ル

高

円

安

（

日

米

金

利

差

に

依

る

）

も

あ

っ

て

、

安

定

し

て

い

た

国

内

物

価

が

上

昇

、

そ

れ

が

賃

金

引

上

げ

、

景

気

回

復

に

つ

な

が

っ

た

。

景

気

と

物

価

対

策

は

こ

れ

か

ら

も

大

き

な

課

題

で

あ

る

。

　

ロ

シ

ア

の

ウ

ク

ラ

イ

ナ

侵

攻

は

台

湾

有

事

を

連

想

さ

せ

、

日

本

国

民

に

自

国

防

衛

の

必

要

を

実

感

さ

せ

た

。

そ

う

し

た

情

勢

を

踏

ま

え

て

４

年

�

月

、

総

理

は

９

年

度

ま

で

に

防

衛

予

算

を

Ｇ

Ｄ

Ｐ

の

２

％

（

Ｎ

Ａ

Ｔ

Ｏ

並

み

の

水

準

、

５

年

で

�

兆

円

（

４

年

度

予

算

の

５

年

分

は

�

・

９

兆

円

）

）

に

引

き

上

げ

る

こ

と

と

し

た

。

憲

法

９

条

に

つ

い

て

の

国

民

の

認

識

に

も

変

化

が

み

ら

れ

る

。

　

ⅲ

　

５

年

６

月

、

少

子

化

問

題

へ

の

対

応

と

し

て

、

こ

ど

も

未

来

戦

略

方

針

を

閣

議

決

定

。

今

後

３

年

を

集

中

取

組

期

間

と

し

、

「

こ

ど

も

家

庭

庁

」

予

算

（

４

年

度

４

・

７

兆

円

）

を

５

割

増

す

る

こ

と

し

た

（

児

童

手

当

、

出

産

費

用

な

ど

）

。

　

ⅳ

　

昨

今

の

物

価

対

策

に

多

額

の

国

費

支

出

、

ま

た

、

国

民

の

所

得

引

上

げ

と

し

て

６

年

に

１

人

４

万

円

の

所

得

税

・

住

民

税

減

税

も

行

わ

れ

る

。

　

ⅴ

　

外

交

で

は

、

総

理

自

身

が

５

年

５

月

の

広

島

サ

ミ

ッ

ト

開

催

を

中

心

に

注

力

し

て

い

る

。

　

岸

田

政

権

は

、

今

日

、

必

要

と

さ

れ

る

多

く

の

施

策

を

展

開

し

た

が

、

重

要

課

題

で

あ

る

財

政

再

建

に

は

具

体

的

進

展

が

み

ら

れ

な

か

っ

た

。

そ

れ

故

で

あ

ろ

う

か

、

上

記

主

要

政

策

実

現

に

先

行

き

の

不

透

明

さ

を

感

じ

る

。

総

理

独

断

の

批

判

も

あ

る

。

　

次

期

政

権

に

は

、

景

気

の

持

続

と

財

政

再

建

、

そ

し

て

、

難

し

い

世

界

情

勢

の

中

で

巧

み

な

外

交

、

国

勢

回

復

を

期

待

し

た

い

。

（

匡

）

　

Ｍ

＆

Ａ

仲

介

業

の

自

主

規

制

団

体

で

あ

る

一

般

社

団

法

人

Ｍ

＆

Ａ

仲

介

協

会

は

８

月

�

日

、

不

当

な

Ｍ

＆

Ａ

取

引

の

防

止

を

目

的

に

�

月

１

日

か

ら

悪

質

な

譲

受

け

事

業

者

（

買

手

）

の

情

報

を

会

員

間

で

共

有

す

る

「

特

定

事

業

者

リ

ス

ト

」

の

運

用

を

開

始

す

る

と

発

表

し

た

。

ま

た

、

会

員

が

不

当

な

Ｍ

＆

Ａ

取

引

に

関

与

す

る

こ

と

を

防

止

し

、

顧

客

企

業

お

よ

び

そ

の

利

害

関

係

者

の

被

害

を

抑

制

す

る

た

め

に

策

定

し

た

ル

ー

ル

で

あ

る

「

特

定

事

業

者

の

情

報

共

有

の

仕

組

み

に

関

す

る

規

約

」

を

策

定

し

、

同

様

に

�

月

１

日

の

施

行

を

予

定

し

て

い

る

。

　

デ

ジ

タ

ル

庁

は

８

月

�

日

、

犯

罪

収

益

移

転

防

止

法

や

携

帯

電

話

不

正

利

用

防

止

法

に

よ

り

本

人

確

認

が

求

め

ら

れ

る

民

間

事

業

者

（

金

融

機

関

、

携

帯

電

話

会

社

、

古

物

商

な

ど

）

や

自

治

体

が

利

用

で

き

る

「

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

対

面

確

認

ア

プ

リ

」

を

リ

リ

ー

ス

し

た

。

事

業

者

等

が

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

に

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

し

、

対

面

で

の

本

人

確

認

の

際

に

、

顧

客

等

が

暗

証

番

号

を

入

力

す

る

こ

と

な

く

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

の

Ｉ

Ｃ

チ

ッ

プ

の

情

報

を

読

み

取

る

こ

と

で

、

厳

格

な

本

人

確

認

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

携

帯

電

話

等

の

契

約

時

の

本

人

確

認

に

お

い

て

、

本

人

確

認

書

類

の

券

面

の

偽

変

造

に

よ

る

不

正

契

約

が

相

次

い

で

お

り

、

政

府

は

、

対

面

で

の

本

人

確

認

に

お

い

て

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

な

ど

の

Ｉ

Ｃ

チ

ッ

プ

の

読

み

取

り

を

事

業

者

に

義

務

付

け

る

と

し

て

い

た

。

　

令

和

６

年

６

月

�

日

に

開

催

さ

れ

た

犯

罪

対

策

閣

僚

会

議

に

お

い

て

「

国

民

を

詐

欺

か

ら

守

る

た

め

の

総

合

対

策

」

が

取

り

ま

と

め

ら

れ

た

。

同

対

策

で

は

、

口

座

開

設

や

携

帯

電

話

な

ど

の

契

約

時

の

本

人

確

認

方

法

に

つ

い

て

、

非

対

面

取

引

で

は

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

の

公

的

個

人

認

証

に

原

則

一

本

化

し

、

対

面

取

引

で

は

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

や

運

転

免

許

証

、

在

留

カ

ー

ド

な

ど

の

Ｉ

Ｃ

チ

ッ

プ

情

報

の

読

み

取

り

を

義

務

付

け

る

と

し

た

。

こ

れ

を

受

け

、

Ｉ

Ｃ

チ

ッ

プ

を

読

み

取

る

ア

プ

リ

等

の

開

発

が

検

討

さ

れ

て

い

た

。

　

同

ア

プ

リ

で

は

、

事

業

者

等

が

、

顧

客

等

か

ら

提

示

さ

れ

た

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

の

券

面

に

あ

る

照

合

番

号

と

偽

造

困

難

な

Ｉ

Ｃ

チ

ッ

プ

を

読

み

取

る

こ

と

で

、

カ

ー

ド

の

券

面

が

真

正

で

あ

る

か

を

判

別

し

、

対

面

で

の

本

人

確

認

が

で

き

る

。

券

面

情

報

は

カ

メ

ラ

と

Ｏ

Ｃ

Ｒ

（

光

学

文

字

認

識

機

能

）

で

照

合

番

号

を

読

み

取

る

た

め

、

顧

客

等

に

よ

る

暗

証

番

号

の

入

力

を

必

要

と

せ

ず

、

ス

ム

ー

ズ

に

本

人

確

認

が

で

き

る

と

し

て

い

る

。

な

お

、

同

ア

プ

リ

は

、

ｉ

Ｏ

Ｓ

と

Ａ

ｎ

ｄ

ｒ

ｏ

ｉ

ｄ

の

両

方

で

利

用

で

き

る

。

　

犯

罪

収

益

移

転

防

止

法

と

は

、

犯

罪

収

益

が

組

織

犯

罪

を

助

長

し

、

ま

た

事

業

活

動

に

用

い

ら

れ

る

こ

と

で

健

全

な

経

済

活

動

に

重

大

な

悪

影

響

を

与

え

る

こ

と

な

ど

か

ら

、

犯

罪

収

益

の

移

転

防

止

を

図

り

、

国

民

生

活

の

安

全

と

平

穏

を

確

保

す

る

と

と

も

に

、

経

済

活

動

の

健

全

な

発

展

に

寄

与

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

、

制

定

さ

れ

た

も

の

。

　

税

理

士

及

び

税

理

士

法

人

は

、

同

法

に

よ

り

、

税

理

士

と

し

て

行

う

特

定

の

業

務

・

取

引

に

つ

い

て

、

顧

客

の

本

人

確

認

義

務

な

ど

、

一

定

の

義

務

が

課

さ

れ

て

い

る

。

　

同

協

会

は

、

中

小

企

業

庁

が

中

堅

・

中

小

企

業

の

Ｍ

＆

Ａ

を

推

進

す

る

た

め

に

取

り

ま

と

め

た

「

中

小

Ｍ

＆

Ａ

推

進

計

画

」

に

基

づ

き

、

令

和

３

年

�

月

に

設

立

さ

れ

た

。

今

年

８

月

現

在

、

１

０

４

社

の

正

会

員

、

３

社

の

協

賛

会

員

と

幹

事

会

員

の

計

１

０

７

社

で

運

営

さ

れ

て

い

る

。

　

近

年

、

中

小

企

業

の

後

継

者

問

題

の

解

決

策

の

ひ

と

つ

と

し

て

Ｍ

＆

Ａ

が

広

ま

る

中

で

、

悪

質

な

譲

受

け

事

業

者

の

存

在

が

問

題

に

な

っ

て

き

て

い

た

（

６

月

�

日

号

４

面

参

照

）

。

悪

質

な

譲

受

事

業

者

の

行

為

と

し

て

は

、

譲

渡

企

業

の

経

営

権

を

取

得

後

、

譲

渡

側

経

営

者

の

個

人

保

証

の

解

除

を

行

わ

ず

、

対

象

会

社

の

現

金

な

ど

の

資

産

を

抜

き

取

っ

た

上

で

、

そ

の

ま

ま

事

業

を

放

置

し

た

り

、

失

踪

し

た

り

す

る

こ

と

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

る

。

　

特

定

事

業

者

リ

ス

ト

は

、

同

協

会

会

員

が

悪

質

な

譲

受

け

事

業

者

の

情

報

を

得

た

場

合

、

協

会

に

通

報

。

協

会

は

審

査

の

結

果

、

悪

質

な

譲

受

け

事

業

者

で

あ

る

と

判

断

し

た

場

合

に

特

定

事

業

者

リ

ス

ト

に

該

当

す

る

事

業

者

の

情

報

を

登

録

し

、

そ

の

情

報

を

各

会

員

が

検

索

し

て

確

認

で

き

、

会

員

各

社

の

譲

受

け

事

業

者

の

チ

ェ

ッ

ク

機

能

の

一

部

と

し

て

活

用

す

る

こ

と

を

可

能

と

す

る

。

　

あ

わ

せ

て

、

特

定

事

業

者

の

情

報

共

有

の

仕

組

み

に

関

す

る

規

約

を

協

会

が

今

年

１

月

に

施

行

し

た

自

主

規

制

ル

ー

ル

に

準

ず

る

規

約

と

し

て

策

定

し

た

。

　

同

協

会

で

は

、

中

小

Ｍ

＆

Ａ

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

と

協

会

が

策

定

し

た

自

主

規

制

ル

ー

ル

の

遵

守

徹

底

を

図

る

こ

と

で

、

業

界

全

体

で

Ｍ

＆

Ａ

支

援

の

質

を

確

保

し

、

信

頼

性

向

上

に

つ

な

げ

て

い

く

と

し

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



Ｑ１

　基準期間の課税売上高が１，０００万円以下の場合には、消費

税の納税義務が免除されますが、この基準期間の課税売上高

の計算に当たって、注意することはありますか。

Ｑ２

　事務所や居住用のマンションなどの賃貸業を営む個人事業

者で、適格請求書発行事業者の登録を受けています。

　この度、親族１人と共同所有している賃貸用資産であるマンション

を譲渡することになりましたが、この共同所有者である親族は免税事

業者であり、適格請求書発行事業者の登録も受けていません。この建物

の譲渡に係る取引の消費税の取扱いはどのようになりますか。また、適

格請求書の記載事項などどのような対応が必要となるのでしょうか。

　なお、マンションの建物の譲渡価格は２，２００万円で、持分割合は、

それぞれ２分の１となっています。

Ｑ３

　当社は、大手のチェーンストアグループ傘下のフランチャ

イズ店を経営しています。当社のようなフランチャイズ店で

は、毎月売上高の何％というように定められた金額を経営指導料、フ

ランチャイズ手数料、ロイヤリティーなどの名目でグループの主宰法

人に支払っています。

　当社としては、このフランチャイズ手数料等は必ず一定割合で支払

うことになりますから、売上金額からこのフランチャイズ手数料等を

差し引いた正味の金額を課税売上げとして処理できないかと考えてい

ますが、問題はありますか。

　消費税は導入以来、税率の改正、軽減税率

制度・インボイス制度の導入のほか各種の制

度改正が行われてきました。特にインボイス

制度の導入により、多数の事業者が新たに納

税義務者になるなど多くの事業者に大きな影

響がありました。そこで、本稿においてはイ

ンボイス制度を含め消費税の課税関係に関す

る疑問及び令和６年度の消費税の主な改正事

項等を中心に実務に直結した消費税の取扱い

について解説することとします。

Ａ

　適格請求書発行事業者には、一定の場合を除き、国内において課

税資産の譲渡等を行った場合に、課税事業者である相手方からの求

めに応じて適格請求書を交付する義務があります（消法�の４①）。した

がって、マンションの貸付先や譲渡先から適格請求書の交付を求められた

場合は、適格請求書を交付する必要があります。

　これに対して、共同所有者の親族は、免税事業者とのことですから、適

格請求書の交付を求められた場合においても、適格請求書を発行すること

はできません。

　仕入税額控除の要件として、原則として、適格請求書発行事業者から交

付を受けた適格請求書の保存が必要になりますから、買手である事業者は、

売手である事業者に対して適格請求書の交付を求めることになりますが、

適格請求書を発行できない免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者

との取引に係るものは、適格請求書の交付が受けられないため、仕入税額

控除ができないということになります。

　このようなことから、取引に当たっては、十分な協議を行う必要があり

ますが、一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れで

あっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経

過措置が設けられていますので協議の参考としてください（�年改正法附

則�、�）。

　一方、適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者以外の者と資産を

共有している場合、その資産の譲渡や貸付けを行った場合は、その共有物

に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分することとされて

います（消基通１－８－７前段）。つまり、所有者ごとに取引に係る金額

を合理的な基準により区分することになります。具体的には、例えば、持

ち分割合などの所有割合により区分することは、合理的であると認められ

ますので、この割合により取引を区分することになります。

　したがって、適格請求書発行事業者である貴殿は、建物の売却代金のう

ち、貴殿の所有割合である２分の１の割合に対応する部分を基礎として、

適格請求書を交付することになります。

　具体的に適格請求書に記載する事項としては、自己の部分に係る資産の

譲渡等の金額に基づき算出することとされています（消基通１－８－７後

段）。つまり、適格請求書を発行する適格請求書発行事業者である事業者

の合理的に区分された資産の譲渡等の金額（自己の部分に係る資産の譲渡

等の金額）に基づいて適格請求書を作成することになります。

　例えば、ご照会の場合のそれぞれの金額は次のようになります。

〇 課税資産の譲渡等に係る税込価額

　（譲渡金額）２，２００万円 ×（持分割合）１／２ ＝ １，１００万円

〇 消費税額等

　（税込価格）１，１００万円 × �／１１０＝ １００万円

Ａ

　一般的に、「経営指導料」名目のものは、販売、仕入の手法や財

務面の指導をするという役務の提供の対価と考えられます。また、

「フランチャイズ手数料」及び「ロイヤリティー」名目のものは、グルー

プ傘下の店舗として、統一された名称の使用、グループの共同広告の分担

金、経営指導等の役務の提供の対価及び商標又は意匠等の権利やノウハウ

の使用の対価としての性格を有するものと考えられます。

　つまり、これらはいずれも消費税の課税の対象となるものですから、課

税資産の譲渡等の対価ということになります。したがって、これらはフラ

ンチャイズ店側の課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。

貴社にとって、フランチャイズ手数料等に係る取引は、グループの主宰法

人との間の取引であり、店での商品の販売に係る取引とは別の取引ですか

ら、フランチャイズ手数料等は課税仕入れとして、商品の売上金額は課税

売上げとしてそれぞれの金額を計上して処理する必要があります。また、

フランチャイズ手数料等の課税仕入れは、主宰法人から受け取る適格請求

書の保存を行ってはじめて仕入税額控除の対象となるものです。このこと

からも売上金額から差し引く処理は問題があります。

　したがって、フランチャイズ手数料等を売上金額から差し引く処理は誤っ

ており、商品の売上金額の全額を課税売上げとして計上する必要があります。

Ａ

　その課税期間の基準期間（原則として、個人事業者は前々年、法

人は前々事業年度）における課税売上高（課税売上げの金額と免税

売上げの金額の合計額から対価の返還等に係る金額を控除した金額で、消

費税額及び地方消費税額を含まない金額）が１，０００万円以下の事業者は、

その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されま

す。基準期間の課税売上高が１，０００万円以下かどうかを判定するに当たっ

ては、次の点に注意してください。

①　事業用資産の譲渡の有無

　　事業用に供している建物、機械などの売却は、課税の対象となります

から、基準期間中行った事業用資産の売却についてもその譲渡の対価の

額を基準期間の課税売上高に含める必要があります。

②　基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高の計算

　　免税事業者の売上げには消費税が課されないことから、基準期間であ

る課税期間において免税事業者であった場合の課税資産の譲渡等の対価

の額は、その期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収

受し、又は収受すべき金銭等の全額となります。したがって、いわゆる

税抜き計算の処理をせず、１，０００万円の判定を行うこととなります。

③　基準期間が１年でない法人の場合

　　基準期間が１年でない法人は、課税売上高を計算する場合に�月（１

年）に換算します。

④　適格請求書発行事業者の登録を受けている場合

　　その課税期間の基準期間における課税売上高が１，０００万円以下であっ

ても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、納税義務は

免除されません。

⑤　特定期間における課税売上高が１，０００万円を超えた場合

　　その課税期間の基準期間における課税売上高が１，０００万円以下であっ

ても、特定期間における課税売上高が１，０００万円を超えた場合は、その

課税期間は課税事業者となります。ただし、特定期間における１，０００万

円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることも

できます（いずれを適用するかは、事業者の任意となっています。）。

　※　「特定期間」とは、個人事業者の場合は、その年の前年１月１日か

ら６月�日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業

年度の前事業年度開始の日以後６月の期間をいいます。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



Ｑ４

　金融機関から資金を借り受ける際、金融機関との金銭消費

貸借契約書において、利息のほかに事務手数料として借入金

額の１％相当額を支払うこととされています。

　事務手数料は、利息制限法第３条《みなし利息》の規定により利息

とみなされているため、消費税の取扱いにおいては利息と同様非課税

仕入れとなるのでしょうか。

Ｑ５

　当社は、コンサルティング会社とコンサルティング取引を

行いましたが、当初の予定より大幅に作業量が増加したため、

報酬の増額交渉を受けていたところ、その途中で課税期間の末日を迎

えてしまいました。報酬の金額が確定しませんでしたが、役務の提供

は完了していたため、当初の報酬の見積額を対価の額として仕入税額

控除の対象とし、申告しようと考えていますが、消費税の取扱いはど

のようになりますか。

Ｑ６

　当社は、取引先のＡ社に経費を立て替えてもらう場合があ

ります。この場合、経費の支払先であるＢ社から交付される

適格請求書は立替払をしたＡ社あてのものですが、Ａ社からこの適格

請求書を受領して、保存することにより仕入税額控除のための請求書

等の保存要件を満たすことになりますか。

Ｑ７

　記載事項に誤りがある適格請求書を受け取った事業者が、

自ら訂正することは認められないと聞いていますが、仕入税

額控除の適用を受けるための請求書等の保存要件を満たすためにどの

ような対応が必要でしょうか。

Ｑ８

　当社では、複数の工場があるメーカーに部品を販売してい

ます。契約は各工場と行っており、代金はまとめて本社に請

求しています。従来、請求に当たっては各工場ごとに消費税の端数処

理を行って、その工場ごとの金額の合計額の請求書を作成していまし

たが、インボイス制度の開始により、消費税の端数処理については、

一の適格請求書につき税率ごとに１回とされたと聞き、個々の工場ご

との適格請求書とする方法に変更しましたが、適格請求書の写しの保

存が多量となることや取引先の利便性もあり、１月分をまとめること

を考えています。どのような方法がありますか。

Ｑ９

　当社は新たに事務所の賃貸を開始することになりました

が、賃貸先との賃貸借契約書により、口座振替により家賃を

受け取ることとし、毎月の請求書や領収書の交付は行わないこととし

ました。このような取引の場合に、当社として適格請求書の交付義務

を果たす上で、注意することはありますか。

Ｑ�

　当社は不動産販売を行う法人です。居住用賃貸建物の取得

は仕入税額控除の対象とならないと聞いていますが、当社で

は、取得した土地に建物を建設して販売しており、この建物は棚卸資

産として会計処理しています。

　このような実態において事業年度末に在庫となっている建物につい

ては、居住用賃貸建物として仕入税額控除の対象にならないというこ

とになるのでしょうか。

Ｑ�

　２割特例（小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置）

は、基準期間の課税売上高が１，０００万円を超える課税期間など

は適用できないと聞いていますが、具体的な取扱いを教えてください。

Ｑ�

　製造業を営む法人ですが、当社では、最近の経済情勢等を

踏まえて、当社の製品を販売する個人事業主であるディーラ

ーをつなぎとめるために、従来から、支給している一定期間の販売実

績に応じた販売奨励金の支給に加えて、個人事業主であるディーラー

が一定の年齢に達するまでの�年間の売上実績に基づき、個人事業者

がその一定年齢になった後最長�年間にわたって販売奨励金を支給す

ることを計画しています。

　このような販売奨励金の支給についても、消費税法基本通達�－１

－２《事業者が支払う販売奨励金等》の適用対象になるでしょうか。

Ａ

　利息制限法第３条では、債権者が受ける元本以外の金銭を、すべ

て利息とみなすこととされています（みなし利息）。みなし利息と

される金銭は、利息とみなされますので、当然、利息制限法の制限金利の

適用を受けることとされています。つまり、利息制限法上は、元本以外の

金銭は、すべて利息として取り扱われているということになります。

　しかしながら、このみなし利息については、暴利や貸主による搾取から

消費者を保護するために、金銭消費貸借における利息や遅延損害金の利率

を一定限度に制限するという利息制限法の目的の範囲内で利息とみなされ

るものです。

　したがって、利息制限法上、利息とみなされるからといって、消費税法

においても利息として取り扱うということにはならず、事務手数料が何に

対する対価なのかを判定し、その課否を決することになります。一般的に

は、当事者間において、金銭消費貸借の契約を締結するための役務の提供

の対価として授受されるものと考えられますので、役務の提供の対価とし

て課税の対象となります。つまり、支払う事務手数料は課税仕入れの対価

として取り扱われることになります。

Ａ

　一般的に契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書

や領収書が交付されない取引であっても、賃貸先が仕入税額控除を

受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。貸主として

は、賃貸先の要求に応える必要がありますが、それには一定期間の賃貸料

についての適格請求書をまとめて交付することのほか、次のような方法も

あります。

　適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されて

いる必要はなく、複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。それら

の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書

に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されている場合に、賃貸

先が実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけ

ば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。

　ご相談の場合には、賃貸先が適格請求書の記載事項の一部（例えば、課

税資産の譲渡等の年月日以外の事項）が記載された契約書とともに通帳な

ど（課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの）を併せて保存すること

により、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

　したがって、貸主である貴社としては、賃貸先に賃貸借契約書の記載事

項に加え、通帳など取引年月日の事実を示すものを併せて保存することに

より適格請求書の保存要件を満たすことを文書等により通知するなどの対

応が必要になると思われます。

　また、口座振込みにより賃貸料の支払を受ける場合は、賃貸先は、契約

書とともに銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、仕入税額

控除の要件を満たすこととなります。

Ａ

　立替払をしたＡ社あてにＢ社から交付された適格請求書を、貴社

がＡ社からそのまま受領したとしても、あくまでもこの適格請求書

はＡ社あてのものですから、これをもって仕入税額控除の保存要件を満た

すことにはなりません。

　照会の場合において、立替払を行ったＡ社から、立替金精算書等の交付

を受けるなどにより、経費の支払先であるＢ社から行った課税仕入れが貴

社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び

立替金精算書等の書類の保存をもって、貴社は、Ｂ社からの課税仕入れに

係る請求書等の保存要件を満たすこととなります（消基通�－６－２）。

　また、この場合、立替払を行うＡ社が適格請求書発行事業者以外の事業

者であっても、Ｂ社が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除を行

うことができます。

（参考）

　Ａ社が貴社を含む複数者分の経費を一括して立替払している場合、原則

として、Ａ社はＢ社から受領した適格請求書のコピー（写し）と、Ａ社が

作成した精算書を貴社を含む立替えを受けた者（「貴社等」といいます。）

に交付する必要がありますが、Ａ社において適格請求書のコピーが大量と

なり、そのコピーを交付することが困難であることを理由に、Ａ社が立替

払に係る適格請求書を保存し、かつ、貴社等の課税仕入れが適格請求書発

行事業者から受けたものかどうかを貴社等が確認できるための措置（例え

ば、精算書に貴社等の課税仕入れに係る相手方の氏名又は名称及び登録番

号を記載する方法のほか、これらの事項について貴社等へ別途書面等によ

り通知する方法又は立替払に関する基本契約書等で明らかにする方法があ

ります。）を講じた上で、精算書のみを交付した場合には、貴社等がその

精算書を保存することにより、課税仕入れに係る適格請求書の保存がある

ものとされます（消基通�－６－２）。

Ａ

　買手である課税事業者は、交付を受けた適格請求書又は適格簡易

請求書（電磁的記録により提供を受けた場合も含みます。）の記載

事項に誤りがあったときは、売手である適格請求書発行事業者に対して修

正した適格請求書又は適格簡易請求書を請求し、修正した適格請求書又は

適格簡易請求書を保存する必要があります。したがって、原則として、自

ら追記や修正を行うことはできません。

　しかし、買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明

細書等の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものに

ついても、仕入税額控除の要件を満たす請求書等に該当することとされて

いますから（消法�⑨三）、買手において適格請求書の記載事項の誤りを

修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者の確認

を受けた上で、その仕入明細書等を保存することも可能となります。

　また、受領した適格請求書の記載事項を買手が自ら修正することは、上

記のとおり、原則として認められませんが、自ら修正して、その修正した

事項について売手に確認を受けることで、その書類は適格請求書であると

同時に、修正した事項を明示した仕入明細書等にも該当すると取り扱われ

ており、その書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることと

して差し支えないとされています。

　なお、これら仕入明細書等による対応を行った場合でも、売手において

当初交付した適格請求書の写しを保存しなければなりません（消法�の４

⑥）。

Ａ

　事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産

の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭により支払う販

売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当するとして取り扱われて

います（消基通�－１－２）。また、事業者が課税売上げについて対価の

返還をした場合には、対価の返還に係る消費税額について課税標準額に対

する消費税額から控除することとされています（消法�①）。

　消費税法基本通達で示される販売奨励金等の取扱いは、販売奨励金等の

対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭

により支払うものです（消基通�－１－２）。ご相談の報奨金については、

過去の販売実績に応じて支払うというもので、基本通達の要件を満たすも

のと考えられます。したがって、ディーラーが一定年齢になってから支払

うものについても対価の返還に係る処理をすることは認められるものと考

えられます。

Ａ

　事業者が資産の譲渡等を行った場合において、その資産の譲渡等

をした日の属する課税期間の末日までにその対価の額が確定してい

ないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もることとされてい

ます（消基通�－１－�）。

　ご質問のように、課税仕入れを行った者が課税期間の末日までにその支

払対価の額が確定しなかった場合にも適正に支払対価の額を見積もること

になります（消基通�－４－５）。

　見積額で仕入税額控除を行う場合の取扱いは、次のとおりとなります。

①　見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合

　　取引の相手方から見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場

合、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認められます。

なお、見積額を記載した仕入明細書を自ら作成し、相手の確認を受けた

場合は、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認められる

ことになります。

　その後、確定額が見積額と異なる場合には、確定額が記載された適格

請求書（対価の額を修正した適格請求書）の交付を受けた上で、これを

保存する必要があります。

②　見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合

　　見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合であって

も、例えば、電気・ガス・水道水の供給、機械等の保守点検、弁護士の

顧問契約のように契約等に基づき継続的に課税資産の譲渡等が行われ、

金額が確定した際に適格請求書の交付を受ける蓋然性の高い取引につい

ては、見積額が記載された適格請求書や仕入明細書の保存がなくても、

その後、金額が確定したときに交付される適格請求書を保存することを

条件として、課税仕入れを行う事業者が課税期間の末日の現況により適

正に見積もった金額で、仕入税額控除を行うこととして差し支えないと

されています（消基通�－６－８）。

　なお、いずれの場合も、その後確定した対価の額が見積額と異なるとき

は、確定した対価の額に基づく課税仕入れに係る消費税額と見積額に基づ

く課税仕入れに係る消費税額との差額を、その確定した日の属する課税期

間における課税仕入れに係る消費税額に加算又は減算することとなります

（消基通�－４－５後段）。

　したがって、貴社は上記の取扱いに沿って対応することとなります。

Ａ

　適格請求書に記載する消費税額等は、適格請求書に記載した税率

ごとに合計した課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額に、

一定の割合（税抜価額の場合１００分の�（又は１００分の８）、税込価額の場

合１１０分の�（又は１０８分の８））を乗じて算出し、その算出した消費税額

等の１円未満の端数を処理するため、適格請求書に記載する消費税額等の

端数処理は一の適格請求書につき、税率ごとに１回行うこととなります（消

令�の�、消基通１－８－�）。

　したがって、検討に当たっては次の点を考慮してください。

①　工場ごとの契約に基づき取引を行っているとしても、その対価の額を

請求書内で合計し、適格請求書の記載事項（課税資産の譲渡等に係る税

抜価額又は税込価額）とすることは何ら問題ありません。

②　例えば、課税資産の譲渡等の税込価額を合計し、その合計金額から算

出した消費税額等を記載することにより、適格請求書の記載事項である

消費税額等とすることができます。

（注）　契約ごと（工場ごと）に算出した消費税額等を参考として記載する

ことは問題ありませんが、適格請求書の記載事項としての消費税額等

にはなりません。

Ａ

　住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、

高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものに係る

課税仕入れに係る税額については、仕入税額控除の対象とされていません

（消法�⑩）。

　この場合の「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」について

は、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供

しないことが客観的に明らかなものをいうこととされており、例えば、次に

掲げるようなものがこれに該当するとされています（消基通�－７－１）。

①　建物の全てが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状

況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物

②　旅館又はホテルなど、旅館業法第２条第１項《定義》に規定する旅館

業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物

③　棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付

けの用に供しないことが明らかなもの

　貴社の建物の場合は、上記の③に該当すると考えられますので、取得し

た建物は居住用賃貸建物に該当しないものとして仕入税額控除の対象とな

ります。

Ａ １ ２割特例の適用関係

　２割特例は、適格請求書発行事業者の令和５年�月１日から令和８年９

月�日までの日の属する各課税期間において、免税事業者（「消費税課税

事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含みま

す。）が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます（平

�改正法附則�の２①）。

２　２割特例の適用ができない課税期間

　以下の課税期間については、２割特例の適用を受けることはできません。

⑴　恒久的施設を有しない場合

　○　２割特例の適用を受けようとする課税期間の初日において恒久的施

設（所得税法又は法人税法に規定する「恒久的施設」をいいます。）

を有しない国外事業者が令和６年�月１日以後に開始する課税期間

（�年改正法附則�の２①）

⑵　過去の売上が一定金額以上ある場合

　①　基準期間の課税売上高が１，０００万円を超える課税期間（消法９①）

　②　特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事

業者免税点制度の適用が制限される課税期間（消法９の２①）

　③　相続・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業

者免税点制度の適用が制限される課税期間（消法�、�、�）

⑶　新たに設立された法人が一定規模以上の法人である場合

　○　新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者

免税点制度の適用が制限される課税期間（消法�の２①、�の３①）

⑷　高額な資産を仕入れた場合

　①　「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった後２年以

内に一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合において、

「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより

事業者免税点制度の適用が制限される課税期間（消法９⑦）

　②　新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中

に、一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行ったことにより事業

者免税点制度の適用が制限される課税期間（消法�の２②、�の３③）

　③　一般課税で高額特定資産の仕入れ等を行った場合（棚卸資産の調整

の適用を受けた場合）において事業者免税点制度の適用が制限される

課税期間（消法�の４①②④）

　④　一般課税で金又は白金の地金等を仕入れた金額の合計額（税抜き）

が２００万円以上である場合において事業者免税点制度の適用が制限さ

れる課税期間（消法�の４③④、消令�の５④）

⑸　課税期間を短縮している場合

　○　課税期間の特例の適用を受ける課税期間

税　の　し　る　べ
（７） （６）令和６年（２０２４年） 月 日 　



Ｑ�

　相続により適格請求書発行事業者の登録を受けていた親の

事業を承継しましたが、必要となる手続や適格請求書発行事

業者の登録の効力などについて教えてください。

Ｑ�

　消費税にプラットフォーム課税が創設されるとのことです

が、どのような課税の仕組みとなるのでしょうか。

Ｑ�

　「特定プラットフォーム事業者」とは、どのような事業者

ですか。

※　指定要件　プラットフォーム事業者のその課税期間において、

その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が日

本国内向けに行う消費者向け電気通信利用役務の提供に係る対価

の額のうち、そのプラットフォーム事業者を介して収受するもの

の合計額が�億円を超える場合

Ｑ�

　金又は白金の地金等を取得した場合の事業者免税点制度等

の制限が設けられたとのことですが、どのような内容ですか。

Ｑ�

　免税事業者等からの仕入れに係る経過措置について、その

適用に制限が加えられたとのことですが、どのような内容で

すか。

Ｑ�

　自動販売機等により課税仕入れを行った場合の帳簿への記

載事項について、改正が行われたとのことですが、どのよう

な内容ですか。

Ｑ�

　免税購入品と知りながら行った課税仕入れについては、仕

入税額控除に制限が加えられたとのことですが、どのような

内容ですか。

※　その他「国外事業者等における事業者免税点制度の特例等の見直

し」が行われていますので、詳しくは国税庁のホームページ等でご

確認ください。

Ａ

　プラットフォーム課税の対象は、国外事業者がデジタルプラット

フォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、

「特定プラットフォーム事業者」を介してその役務提供の対価を収受する

ものです。

　この「特定プラットフォーム事業者」とは、次の要件を満たすプラット

フォーム事業者として、国税庁長官の指定を受けた事業者をいいます。な

お、国税庁長官が特定プラットフォーム事業者を指定した場合、国税庁ホ

ームページにおいて公表されることとされています。

Ａ

　いわゆる免税店と呼ばれる輸出物品販売場で消費税が免除された

物品（免税購入品）であることを知りながら、その物品を仕入れた

場合、その課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除の適用を受

けることができないこととされました。

【適用開始時期】

　令和６年４月１日以後に行う課税仕入れから適用されます。

Ａ

　課税事業者が、簡易課税制度又は２割特例の適用を受けない課税

期間中に金又は白金の地金等の仕入れ等を行い、それらの仕入れ等

の金額の合計額（税抜金額）が２００万円以上である場合には、その仕入れ

等を行った課税期間の翌課税期間から、その仕入れ等を行った課税期間の

初日以後３年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において

は、納税義務が免除されないこととされました。

　また、その仕入れ等を行った課税期間の初日以後３年を経過する日の属

する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出

書」を提出できないこととされました。

【適用開始時期】

　令和６年４月１日以後に行う課税仕入れ等から適用されます。

Ａ

　免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者（以下

「免税事業者等」といいます。）から行う仕入れであっても、令和

５年�月１日から令和�年９月�日までの間に行うもので、一定の帳簿等

を保存している場合には、仕入税額相当額の一定割合（�％、�％）を仕

入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

　今回の改正により、一の免税事業者等から行うこの経過措置の対象とな

る課税仕入れの合計額（税込金額）がその年又は事業年度で�億円を超え

る場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、この経過措置の適用

を受けることができないこととされました。

【適用開始時期】

　令和６年�月１日以後に開始する課税期間から適用されます。

Ａ

　適格請求書発行事業者が死亡した場合、その相続人は「適格請求

書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があり、届出書の提出

日の翌日又は死亡した日の翌日から４か月を経過した日のいずれか早い日

に登録の効力が失われます（消法�の３①、②）。

　また、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登

録を受けるためには、相続人は適格請求書発行事業者の登録申請書の提出

が必要となります（相続人が既に登録を受けている場合は必要ありませ

ん。）。

　なお、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の相続

のあった日の翌日から、その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受け

た日の前日又はその相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日

から４か月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人

を適格請求書発行事業者とみなす措置が設けられており、この場合、被相

続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています（消法�

の３③）。

（注）　相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置の適用がある場合、そ

の措置の適用がある期間は被相続人の登録は有効となります（（参考）

消基通１－７－４）。

Ａ

　事業者が日本国内の消費者等向けに行うアプリの配信などの電気

通信利用役務の提供（事業者向け電気通信利用役務の提供を除きま

す。以下「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。）について

は、その事業者が国内事業者か国外事業者かにかかわらず、その役務提供

を行う事業者が申告・納税を行うこととされています。

　今回の改正により、令和７年４月１日以後に、国外事業者がデジタルプ

ラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、

国税庁長官の指定を受けた特定プラットフォーム事業者を介してその役務

の提供の対価を収受するものについては、その特定プラットフォーム事業

者が、その役務の提供を行ったものとみなして、申告・納税を行うことと

されました。

※　「国外事業者」とは、所得税法に規定する非居住者である個人事業者

及び法人税法に規定する外国法人をいいます。

Ａ

　自動販売機特例（注１）が適用される自動販売機及び自動サービ

ス機による課税仕入れ並びに回収特例（注２）が適用される使用の

際に証票が回収される課税仕入れのうち税込３万円未満の取引における帳

簿の記載事項については、「住所又は所在地」の記載が不要とされました。

注１　自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等の

うちその課税資産の譲渡等に係る税込価額が３万円未満の取引につい

て、その買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控

除の適用を受けることができます。

注２　入場券等で適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きます。）

が記載されているものが、引換給付の際に適格請求書発行事業者によ

り回収される場合、その引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載

した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。

【適用開始時期】

　令和５年�月１日以後に行う課税仕入れから適用されます。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

第

６

回

で

は

、

租

税

法

律

主

義

の

下

で

税

法

と

私

法

と

の

関

係

に

つ

い

て

論

じ

た

が

、

実

務

上

の

租

税

関

係

は

、

税

務

通

達

に

よ

っ

て

も

大

き

な

影

響

を

受

け

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

、

租

税

法

律

主

義

に

お

け

る

法

の

存

在

形

式

で

あ

る

「

法

源

」

に

は

、

法

律

、

政

省

令

、

公

示

・

告

示

、

条

例

・

規

則

、

租

税

条

約

及

び

慣

習

法

（

行

政

先

例

法

、

判

例

法

）

が

含

ま

れ

る

が

、

税

務

通

達

は

そ

こ

に

含

ま

れ

な

い

。

そ

う

す

る

と

、

税

務

通

達

が

租

税

の

法

律

関

係

に

影

響

を

及

ぼ

す

こ

と

は

で

き

な

い

は

ず

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

よ

う

に

言

い

切

れ

な

い

と

こ

ろ

に

、

種

々

の

問

題

が

あ

る

。

　

そ

の

問

題

を

解

決

す

る

た

め

に

は

、

税

務

通

達

の

法

的

性

格

を

明

ら

か

に

す

る

必

要

が

あ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

、

国

家

行

政

組

織

法

�

条

２

項

は

、

「

各

大

臣

、

各

委

員

会

及

び

各

庁

の

長

官

は

、

そ

の

機

関

の

所

掌

事

務

に

つ

い

て

、

命

令

又

は

示

達

す

る

た

め

、

所

管

の

諸

機

関

及

び

職

員

に

対

し

、

訓

令

又

は

通

達

を

発

す

る

こ

と

が

で

き

る

」

と

定

め

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

国

税

に

関

す

る

税

務

通

達

は

、

国

税

庁

の

所

掌

事

務

（

基

本

的

に

は

国

税

に

関

す

る

税

法

の

執

行

事

務

）

に

つ

い

て

、

国

税

庁

長

官

が

、

命

令

又

は

示

達

す

る

た

め

に

、

国

税

局

長

等

に

対

し

て

発

せ

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

。

　

そ

し

て

、

国

家

公

務

員

法

�

条

１

項

は

、

「

職

員

は

、

そ

の

職

務

を

遂

行

す

る

に

つ

い

て

、

法

令

に

従

い

、

か

つ

、

上

司

の

職

務

上

の

命

令

に

忠

実

に

従

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

と

定

め

、

同

法

�

条

は

「

こ

の

法

律

又

は

こ

の

法

律

に

基

づ

く

命

令

に

違

反

し

た

場

合

」

「

職

務

上

の

義

務

に

違

反

し

、

又

は

、

職

務

を

怠

っ

た

場

合

」

等

に

は

、

そ

の

職

員

に

対

し

て

、

免

職

、

停

職

、

減

給

又

は

戒

告

の

処

分

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

旨

定

め

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

に

、

国

税

庁

長

官

か

ら

税

務

通

達

に

よ

っ

て

税

法

解

釈

等

に

つ

い

て

指

示

（

命

令

）

を

受

け

る

税

務

職

員

に

対

し

て

は

、

税

務

通

達

の

厳

し

い

順

守

義

務

が

課

せ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

、

法

的

拘

束

力

を

有

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

他

方

、

納

税

者

に

対

し

て

は

、

右

の

よ

う

な

法

的

拘

束

力

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

の

で

、

納

税

者

は

、

法

律

（

法

源

）

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

っ

て

納

税

義

務

を

履

行

す

れ

ば

足

り

る

の

で

あ

っ

て

、

税

務

通

達

の

取

扱

い

に

左

右

さ

れ

る

こ

と

は

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

現

実

は

、

そ

う

で

は

な

く

、

む

し

ろ

、

納

税

者

や

そ

の

代

理

人

と

な

る

税

理

士

の

方

が

、

税

務

通

達

の

取

扱

い

に

敏

感

で

あ

り

、

実

質

的

な

法

的

拘

束

力

を

受

け

る

こ

と

に

な

る

。

　

そ

の

一

つ

は

、

税

務

通

達

の

間

接

的

拘

束

力

で

あ

る

。

例

え

ば

、

納

税

者

が

相

続

し

た

土

地

の

「

時

価

」

を

１

平

方

メ

ー

ト

ル

当

た

り

�

万

円

と

評

価

し

て

納

税

申

告

し

て

も

、

税

務

通

達

に

よ

る

路

線

価

に

１

０

０

万

円

と

定

め

ら

れ

て

い

た

ら

、

そ

の

路

線

価

に

よ

る

課

税

処

分

を

受

け

る

こ

と

に

な

る

。

も

ち

ろ

ん

、

そ

の

課

税

処

分

を

法

廷

で

争

う

こ

と

は

可

能

で

あ

る

が

、

争

訟

上

の

コ

ス

ト

や

勝

訴

の

見

通

し

（

�

％

足

ら

ず

）

を

考

慮

す

る

と

、

最

初

か

ら

税

務

通

達

が

定

め

た

路

線

価

に

よ

っ

て

納

税

申

告

す

る

こ

と

に

も

な

る

。

こ

れ

は

、

間

接

的

拘

束

力

と

言

え

る

。

　

二

つ

は

、

便

利

で

あ

る

。

相

続

し

た

土

地

や

非

上

場

株

式

の

「

時

価

」

は

、

通

常

の

市

場

価

格

が

あ

る

わ

け

で

も

な

い

の

で

、

そ

の

評

価

は

誰

し

も

困

難

で

あ

る

が

、

税

務

通

達

を

み

れ

ば

、

土

地

で

あ

れ

ば

、

路

線

価

等

に

よ

り

、

非

上

場

株

式

で

あ

れ

ば

、

類

似

業

種

比

準

方

式

等

に

よ

っ

て

、

比

較

的

簡

単

に

評

価

で

き

る

こ

と

に

な

る

。

　

三

つ

は

、

税

務

通

達

の

方

が

有

利

な

こ

と

が

あ

る

。

前

述

の

路

線

価

に

つ

い

て

は

、

通

常

の

土

地

の

取

引

価

額

の

指

標

と

さ

れ

て

い

る

地

価

公

示

価

格

の

８

割

で

評

価

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

所

得

税

法

�

条

に

よ

れ

ば

、

経

済

的

な

利

益

の

「

そ

の

時

の

価

額

」

に

よ

っ

て

収

入

金

額

を

算

定

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

に

な

っ

て

い

る

が

、

所

得

税

基

本

通

達

�

―

�

以

下

に

は

、

「

課

税

し

な

い

経

済

的

利

益

」

が

列

挙

さ

れ

て

い

る

。

　

四

つ

は

、

税

理

士

が

税

務

通

達

を

無

視

し

て

納

税

者

に

不

利

益

を

与

え

た

場

合

に

は

、

損

害

賠

償

の

責

務

を

負

う

こ

と

が

あ

る

。

こ

れ

は

、

税

理

士

は

、

専

門

家

責

任

を

果

た

す

た

め

、

租

税

の

専

門

家

と

し

て

、

租

税

に

つ

い

て

の

全

て

の

知

識

を

求

め

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

　

以

上

の

よ

う

に

、

納

税

者

側

は

、

税

務

通

達

は

法

源

で

は

な

い

か

ら

と

い

っ

て

そ

の

取

扱

い

を

無

視

す

る

こ

と

は

で

き

ず

、

実

質

的

な

拘

束

を

受

け

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

こ

と

は

、

ま

た

、

税

務

通

達

の

取

扱

い

の

是

非

や

そ

の

取

扱

い

に

反

し

た

課

税

処

分

の

効

力

な

ど

、

納

税

者

側

に

も

種

々

の

法

律

問

題

が

生

じ

る

こ

と

に

留

意

す

る

必

要

が

あ

る

。

セキュリティ対策

ＯＳの適切なバ

ージョンアップ

機能の更新だけでなく、セキュリティ対策の

強化でもあるため（ＯＳとは、オペレーティ

ングシステムの略、Ｗｉｎｄｏｗｓ、ＭａｃＯＳ、Ａｎｄｒ

ｏｉｄ、ｉＯＳなどのパソコンやスマートフォンを

動かすための基本ソフト）。

ウィルス対策ソ

フトの活用

最低でもＯＳに標準装備されるセキュリティ

機能の設定は必須（パソコンだけでなくモバ

イル端末も同様）。

パスワードの強

化

氏名・生年月日等の単純パスワードの使い回

しは避け、英字・数字・大小文字・記号等を絡

めて桁数を多めに設定することが推奨され、

また、そのパスワードの秘匿管理も重要。

データへのアク

セス権限の限定

重要情報を閲覧等できる人員の管理の徹底。

バックアップ対策

バックアッ

プするデー

タの選定

会計・税務システム等に標準装備されるバックア

ップ機能で保存されるデータに加え、それ以外に

作成されるデータも保存対象に含める。

バックアッ

プを複数作

成

単一のバックアップだけでは元データと同時に破

損等する可能性も否定できないため、複数、それ

も外付けハードディスクといった機器への保存だ

けでなくクラウドデータストレージも使うなど、

物理的に別な場所、別の機能の利用が推奨。

　会計・税務のデジタル対応を進めるうえで欠かせないのが、

セキュリティ対策とデータのバックアップの保全です。

　クラウドサービスやリモートアクセス等のネットを介したサ

ービスの利用によって、データへのアクセスの機会と接触経路

が増えていきます。会計・税務に関するデータは、経営に関す

る重要情報や個人情報が多く含まれているため、社外への流出

といった事態を避けるべくセキュリティ対策が必須です。

　データのバックアップについても、単にデジタル化で取り扱

うデータ量が増加することへの対応というだけでなく、例えば、

電子帳簿保存法の義務化により電子取引保存されるデータなど

は元の紙の資料が存在しないので、その消失は記録の一切を失

うことを意味するため、コピーデータの保存は絶対に必要です。

【セキュリティ対策】 多様な対策がありますが、最低限表の

ような点について検討が必要と考えられます。

【バックアップ対策】 事故による破損や老朽化による機器の

不備等は避けられませんので、それを前提として表のような対

策をする必要があります。

　注意点が多く感じられるかもしれませんが、一度設定すれば

良いだけのものばかりです。データの漏洩や消失は事業体に深

刻なダメージを与えかねませんので、適切に対応をして、安全

にデジタル化のメリットを享受して頂きたいと思います。

（９） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

令

和

５

年

�

月

１

日

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

が

ス

タ

ー

ト

し

て

も

う

す

ぐ

１

年

が

経

過

し

よ

う

と

し

て

い

る

。

そ

の

間

、

電

子

帳

簿

保

存

法

の

電

子

取

引

に

お

け

る

宥

恕

規

定

が

令

和

５

年

年

末

で

廃

止

さ

れ

、

新

た

な

基

準

が

設

け

ら

れ

る

な

ど

、

毎

年

の

よ

う

に

改

正

が

行

わ

れ

て

い

る

。

　

電

子

帳

簿

保

存

法

の

「

電

子

取

引

デ

ー

タ

保

存

」

と

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

は

、

ど

ち

ら

も

取

引

関

係

書

類

に

関

す

る

ル

ー

ル

で

、

今

後

は

、

新

た

に

導

入

さ

れ

た

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

と

改

正

さ

れ

た

電

子

帳

簿

保

存

法

の

２

つ

の

制

度

に

対

応

が

必

要

と

な

る

。

　

本

書

は

、

令

和

４

年

１

月

か

ら

令

和

６

年

５

月

ま

で

大

蔵

財

務

協

会

発

行

の

「

国

税

速

報

」

に

対

話

形

式

で

連

載

と

し

て

掲

載

し

た

も

の

を

ア

ッ

プ

デ

ー

ト

し

た

も

の

。

　

電

子

帳

簿

保

存

法

と

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

そ

れ

ぞ

れ

の

概

要

と

関

係

性

及

び

実

務

で

対

応

す

る

に

あ

た

っ

て

の

ポ

イ

ン

ト

を

、

対

話

形

式

と

図

表

に

よ

り

わ

か

り

や

す

く

解

説

。

　

そ

れ

に

加

え

て

、

「

納

税

の

Ｄ

Ｘ

化

」

に

も

触

れ

る

と

と

も

に

、

取

引

か

ら

納

税

ま

で

バ

ッ

ク

オ

フ

ィ

ス

の

完

全

デ

ジ

タ

ル

化

の

全

体

像

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

で

全

体

を

総

括

し

た

。

　

Ｂ

５

判

、

１

４

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

２

０

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

が

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

土

地

に

つ

い

て

、

財

産

評

価

基

本

通

達

に

定

め

る

評

価

方

法

に

よ

る

べ

き

で

は

な

い

特

別

の

事

情

が

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

ず

、

固

定

資

産

税

評

価

額

に

基

づ

い

て

当

該

通

達

に

従

っ

て

評

価

さ

れ

た

価

額

は

適

正

な

時

価

を

上

回

る

も

の

で

は

な

い

と

事

実

上

推

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

判

断

し

た

事

例

。

　

請

求

人

が

、

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

市

街

化

調

整

区

域

内

の

土

地

の

価

額

に

つ

い

て

、

財

産

評

価

基

本

通

達

の

定

め

る

評

価

方

法

に

基

づ

く

評

価

額

に

よ

り

相

続

税

の

申

告

を

し

た

後

、

当

該

土

地

に

は

建

築

制

限

等

が

あ

る

た

め

当

該

評

価

額

の

２

分

の

１

に

相

当

す

る

金

額

で

評

価

す

べ

き

と

し

て

更

正

の

請

求

を

し

た

の

に

対

し

、

原

処

分

庁

が

、

財

産

評

価

基

本

通

達

の

定

め

る

評

価

方

法

に

よ

ら

な

い

こ

と

が

正

当

と

是

認

さ

れ

る

よ

う

な

特

別

の

事

情

は

な

い

と

し

て

、

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

を

し

た

こ

と

か

ら

、

請

求

人

が

、

そ

の

一

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

請

求

人

の

主

張

を

退

け

る

判

断

を

し

た

（

令

和

５

年

�

月

９

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

の

父

（

本

件

被

相

続

人

）

は

、

平

成

�

年

６

月

（

本

件

相

続

開

始

日

）

に

死

亡

し

、

本

件

相

続

が

開

始

し

た

。

　

本

件

被

相

続

人

の

相

続

人

は

、

長

男

で

あ

る

請

求

人

お

よ

び

長

女

の

２

名

で

あ

っ

た

と

こ

ろ

、

遺

産

分

割

協

議

の

結

果

、

請

求

人

が

本

件

相

続

に

係

る

相

続

財

産

の

全

て

を

取

得

す

る

こ

と

と

な

っ

た

。

　

相

続

財

産

に

は

、

土

地

１

、

土

地

２

お

よ

び

土

地

３

（

本

件

各

土

地

）

が

含

ま

れ

て

い

た

。

　

土

地

１

お

よ

び

土

地

２

は

、

本

件

相

続

開

始

日

に

お

い

て

、

本

件

被

相

続

人

が

所

有

す

る

工

場

、

物

置

お

よ

び

倉

庫

等

の

敷

地

と

し

て

利

用

さ

れ

て

い

た

。

　

土

地

３

は

、

本

件

相

続

開

始

日

に

お

い

て

、

本

件

被

相

続

人

と

請

求

人

と

が

共

有

す

る

居

宅

等

の

敷

地

と

し

て

利

用

さ

れ

て

い

た

（

当

該

居

宅

等

と

上

記

の

各

建

物

等

を

併

せ

て

本

件

各

建

物

）

。

　

Ａ

市

長

は

、

本

件

各

土

地

の

平

成

�

年

度

の

固

定

資

産

税

評

価

額

に

つ

い

て

、

現

況

地

目

を

い

ず

れ

も

宅

地

と

し

て

、

そ

の

評

価

額

を

決

定

し

た

。

　

Ｘ

国

税

局

長

は

、

評

価

通

達

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

基

づ

き

、

�

年

分

の

財

産

評

価

基

準

書

に

お

い

て

、

本

件

各

土

地

の

所

在

す

る

地

域

に

つ

い

て

、

い

ず

れ

も

倍

率

方

式

に

よ

り

評

価

す

る

地

域

に

指

定

し

、

当

該

地

域

の

宅

地

の

固

定

資

産

税

評

価

額

に

乗

ず

る

倍

率

を

１

・

１

倍

と

定

め

た

。

　

争

点

は

、

本

件

各

通

達

評

価

額

に

は

、

相

続

税

法

第

�

条

に

規

定

す

る

時

価

を

上

回

る

違

法

が

あ

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

本

件

各

土

地

は

、

市

街

化

調

整

区

域

内

に

所

在

し

、

か

つ

、

い

わ

ゆ

る

既

存

宅

地

（

市

街

化

調

整

区

域

に

関

す

る

都

市

計

画

が

決

定

等

さ

れ

た

際

、

既

に

宅

地

で

あ

っ

た

土

地

で

現

在

ま

で

継

続

し

て

い

る

も

の

）

で

な

い

土

地

で

あ

る

か

ら

、

都

市

計

画

法

や

農

地

法

に

よ

る

建

築

制

限

や

売

買

制

限

が

あ

る

。

　

そ

の

た

め

、

本

件

各

土

地

は

、

Ａ

市

の

許

可

を

得

な

け

れ

ば

、

不

特

定

多

数

の

者

が

購

入

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

土

地

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

価

値

が

大

幅

に

減

少

す

る

。

　

本

件

各

土

地

の

上

に

は

、

昭

和

�

年

代

か

ら

昭

和

�

年

代

に

本

件

被

相

続

人

等

が

建

築

し

た

本

件

各

建

物

が

存

在

し

て

お

り

、

本

件

各

土

地

を

売

却

し

よ

う

と

す

る

と

、

本

件

各

建

物

の

取

壊

し

を

求

め

ら

れ

る

た

め

、

取

壊

し

費

用

や

整

地

費

用

等

の

負

担

が

生

じ

る

こ

と

と

な

る

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

各

土

地

の

本

件

相

続

開

始

日

に

お

け

る

現

況

は

、

本

件

各

建

物

の

敷

地

と

し

て

利

用

さ

れ

て

い

る

宅

地

で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

、

本

件

各

土

地

の

価

額

に

つ

い

て

は

、

地

目

を

宅

地

と

し

て

評

価

す

る

こ

と

と

な

る

と

こ

ろ

、

市

街

化

調

整

区

域

内

に

所

在

す

る

本

件

各

土

地

の

評

価

の

基

礎

と

な

る

�

年

度

の

固

定

資

産

税

評

価

額

は

、

Ａ

市

土

地

評

価

要

領

等

に

従

い

決

定

さ

れ

て

お

り

、

ま

た

、

本

件

各

土

地

に

適

用

さ

れ

る

固

定

資

産

税

評

価

額

に

乗

ず

る

倍

率

は

適

正

に

評

定

さ

れ

た

も

の

で

あ

り

、

い

ず

れ

も

そ

の

算

定

過

程

等

に

不

合

理

な

点

は

認

め

ら

れ

な

い

か

ら

、

本

件

各

土

地

に

つ

い

て

は

、

評

価

通

達

の

定

め

る

評

価

方

法

に

よ

り

評

価

す

る

こ

と

が

相

当

で

あ

る

。

　

そ

し

て

、

本

件

各

通

達

評

価

額

は

、

評

価

通

達

の

定

め

る

評

価

方

法

に

従

っ

て

算

定

さ

れ

て

お

り

、

当

審

判

所

の

調

査

の

結

果

に

よ

れ

ば

、

い

ず

れ

も

算

定

過

程

に

誤

り

は

認

め

ら

れ

な

い

。

　

そ

う

す

る

と

、

本

件

各

土

地

に

つ

い

て

、

評

価

通

達

の

定

め

る

評

価

方

法

を

画

一

的

に

適

用

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

本

件

各

土

地

の

時

価

を

超

え

る

評

価

額

と

な

り

、

適

正

な

時

価

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

結

果

と

な

る

な

ど

、

評

価

通

達

の

定

め

る

評

価

方

法

に

よ

る

べ

き

で

は

な

い

特

別

の

事

情

が

な

い

限

り

、

本

件

各

通

達

評

価

額

は

本

件

各

土

地

の

適

正

な

時

価

を

上

回

る

も

の

で

は

な

い

と

、

事

実

上

推

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

に

な

る

。

　

本

件

各

通

達

評

価

額

は

、

適

正

な

時

価

を

算

定

す

る

方

法

と

し

て

一

般

的

な

合

理

性

を

有

し

て

い

る

評

価

通

達

の

定

め

る

評

価

方

法

に

よ

り

算

定

さ

れ

て

お

り

、

本

件

各

土

地

が

既

存

宅

地

で

な

い

土

地

で

あ

る

こ

と

の

宅

地

利

用

上

の

制

限

に

つ

い

て

は

、

評

価

通

達

の

基

礎

と

な

る

固

定

資

産

税

評

価

に

お

い

て

減

価

修

正

が

さ

れ

本

件

各

通

達

評

価

額

の

算

定

過

程

に

お

い

て

考

慮

さ

れ

て

い

る

こ

と

、

本

件

土

地

の

上

に

は

相

続

開

始

日

に

お

い

て

本

件

各

建

物

が

存

在

し

、

居

宅

等

と

し

て

使

用

さ

れ

て

い

る

状

況

に

あ

っ

て

、

本

件

各

建

物

の

取

壊

し

費

用

等

を

本

件

各

土

地

の

価

額

に

反

映

さ

せ

る

べ

き

事

情

は

見

当

た

ら

な

い

こ

と

か

ら

、

請

求

人

が

主

張

す

る

事

情

は

、

い

ず

れ

も

評

価

通

達

の

定

め

る

評

価

方

法

に

よ

る

べ

き

で

は

な

い

特

別

な

事

情

に

該

当

し

な

い

。

　

本

件

各

通

達

評

価

額

に

、

相

続

税

法

第

�

条

に

規

定

す

る

時

価

を

上

回

る

違

法

が

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

（１０）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　フリーランス保護法では、特

定業務委託事業者が、特定受託

事業者（いわゆるフリーランス）

に１か月以上の業務委託をする

場合、下請法で定めている禁止

行為を参考に、七つの禁止行為

が定められています。契約の更

新により１か月以上の期間継続

して行うこととなる業務委託も

含まれます。

　七つの禁止行為は、①受領拒

否、②報酬の減額、③返品、④

買いたたき、⑤購入・利用強制、

⑥不当な経済上の利益の提供要

請、⑦不当な給付内容の変更及

び不当なやり直し。

　①の受領拒否は、特定受託事

業者に責任がないのに、発注し

た物品等の受領を拒否すること

です。特定業務委託事業者の一

方的な都合によるキャンセルも

この受領拒否に当たります。

　②の報酬の減額は、特定受託

事業者に責任がないのに、発注

時に決定した報酬を、発注後に

減額することです。当事者間で

減額についてあらかじめ合意が

あったとしても、特定受託事業

者に責任がない場合には、この

禁止行為に該当します。

　③の返品は、特定受託事業者

に責任がないにもかかわらず、

発注した物品等を受領後に返品

することです。特定業務委託事

業者の取引先からのキャンセル

や商品の入替え等の名目や数量

の多寡を問わず、また、仮に特

定業務委託事業者と特定受託事

業者との間で返品することにつ

いて合意があったとしても、特

定受託事業者に責任がないにも

かかわらず、返品することは、

違反となります。

　④の買いたたきは、通常支払

われる対価に比べて著しく低い

報酬の額を不当に定めることで

す。この買いたたきに該当する

かどうかは、特定業務委託事業

者と特定受託事業者との間で、

報酬に関して十分な協議が行わ

れたかどうか、同種または類似

の商品、役務などとの価格の比

較、必要な原材料等の価格動向

などを総合的に考慮して判断す

ることになります。

　⑤の購入・利用強制は、特定

受託事業者に発注する物品・役

務の品質を維持するためなどの

正当な理由がないにもかかわら

ず、特定業務委託事業者が指定

する、業務に関連のない製品や

サービス、保険、リース商品な

どの購入・利用を特定受託事業

者に対して強制することです。

　⑥の不当な経済上の利益の提

供要請は、特定業務委託事業者

が自己のために特定受託事業者

に金銭やサービスその他の経済

上の利益を不当に提供させるこ

とです。これは、協賛金の提供

や、配送業務を請け負っている

者に倉庫の整理作業を無償で、

追加して行わせるような要請を

行うことが想定されます。

　⑦の不当な給付内容の変更及

び不当なやり直しは、特定受託

事業者に責任がないにもかかわ

らず、発注内容の変更を行った

場合に、特定受託事業者が作業

に要した費用を特定業務委託事

業者が負担することなく不当な

やり直しを行わせることです。

　

資

格

試

験

の

勉

強

か

ら

得

ら

れ

る

も

の

は

何

か

？

　

こ

の

問

い

の

本

質

を

追

求

す

る

議

論

は

、

少

な

い

印

象

が

あ

る

。

　

大

学

受

験

な

ら

大

学

に

入

る

た

め

の

入

試

だ

っ

た

と

、

割

り

切

る

人

も

多

い

。

仕

事

の

基

盤

に

な

る

国

家

資

格

に

な

る

と

、

試

験

勉

強

に

投

入

し

た

時

間

は

、

大

学

受

験

の

比

で

は

な

い

と

推

測

さ

れ

る

。

　

法

曹

志

望

の

学

生

に

は

、

「

司

法

試

験

の

合

格

は

、

車

の

運

転

免

許

と

同

じ

で

す

よ

」

と

伝

え

て

い

る

。

目

指

す

人

に

は

憧

れ

の

存

在

（

資

格

）

か

も

し

れ

な

い

が

、

と

っ

て

み

れ

ば

一

緒

に

仕

事

を

す

る

人

は

み

な

弁

護

士

で

あ

る

。

同

じ

資

格

者

が

集

ま

れ

ば

、

資

格

の

特

質

は

全

く

な

く

な

る

。

個

性

は

、

そ

の

先

に

あ

る

は

ず

だ

。

　

わ

た

し

が

２

０

２

２

年

に

著

し

た

『

税

法

独

学

術

』

で

は

、

こ

の

本

質

に

取

り

組

ん

だ

。

試

験

勉

強

は

「

標

準

思

考

」

を

獲

得

す

る

た

め

に

あ

る

と

、

位

置

づ

け

た

。

そ

の

仕

事

を

行

う

た

め

に

「

専

門

家

で

あ

れ

ば

誰

で

も

行

う

基

本

的

な

思

考

」

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

こ

れ

な

く

し

て

、

そ

の

資

格

を

得

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

　

し

か

し

、

そ

の

資

格

を

と

り

た

い

と

考

え

る

人

が

多

い

と

競

争

が

起

き

る

。

大

学

受

験

の

よ

う

に

資

格

の

取

得

（

試

験

の

合

格

）

に

難

易

度

が

生

ま

れ

、

取

得

自

体

が

自

己

目

的

化

し

が

ち

で

あ

る

。

２

％

の

合

格

率

だ

っ

た

旧

司

法

試

験

の

合

格

者

は

、

合

格

自

体

に

誇

り

を

持

っ

て

い

る

よ

う

に

観

察

さ

れ

る

。

し

か

し

、

時

代

の

合

格

率

に

か

か

わ

ら

ず

、

あ

く

ま

で

「

標

準

思

考

」

を

体

得

し

た

免

許

に

過

ぎ

な

い

。

　

専

門

家

と

し

て

立

つ

た

め

に

は

、

標

準

思

考

を

基

礎

に

、

「

批

判

的

思

考

」

が

必

要

に

な

る

。

専

門

家

に

な

っ

て

か

ら

の

個

人

に

よ

る

膨

大

な

文

献

読

み

・

研

究

・

経

験

に

裏

打

ち

さ

れ

た

「

独

自

の

思

考

」

が

芽

生

え

た

と

き

、

初

め

て

独

立

し

た

専

門

家

と

い

え

る

の

で

は

な

い

か

。

と

、

１

冊

の

エ

ッ

セ

イ

本

で

問

う

て

み

た

。

そ

の

と

き

参

照

し

た

２

人

の

１

人

が

、

本

書

の

著

者

で

あ

る

（

も

う

１

人

は

金

子

先

生

）

。

　

『

税

法

学

原

論

』

は

２

０

１

０

年

の

北

野

先

生

の

逝

去

後

も

、

黒

川

功

教

授

に

よ

り

補

訂

さ

れ

改

訂

版

が

刊

行

さ

れ

て

い

る

。

北

野

税

法

学

と

も

言

わ

れ

る

先

生

の

税

法

学

に

対

す

る

想

い

は

、

１

９

８

４

年

に

記

さ

れ

た

序

文

（

本

書

に

収

録

）

を

読

む

と

わ

か

る

。

１

９

７

２

年

に

刊

行

さ

れ

た

『

税

法

学

の

基

本

問

題

』

の

序

文

の

引

用

か

ら

始

ま

る

の

だ

が

、

標

準

思

考

か

ら

の

独

立

を

北

野

弘

久

教

授

が

一

貫

し

て

追

求

し

て

い

た

こ

と

が

伝

わ

る

。

　

そ

れ

は

、

納

税

者

の

権

利

と

い

う

観

点

か

ら

税

法

学

を

捉

え

、

憲

法

の

価

値

体

系

の

な

か

に

税

法

を

明

確

に

位

置

づ

け

る

こ

と

で

あ

っ

た

。

課

税

要

件

法

の

観

点

か

ら

税

法

学

を

構

築

し

た

金

子

先

生

と

は

視

点

が

全

く

異

な

る

が

、

各

々

の

世

界

観

だ

。

　

憲

法

は

理

念

だ

と

感

じ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

現

実

の

税

制

も

憲

法

の

価

値

に

適

合

す

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

る

。

た

と

え

ば

、

所

得

税

法

の

定

め

る

現

在

の

基

礎

控

除

は

、

令

和

時

代

に

あ

っ

た

内

容

と

い

え

る

の

か

？

　

こ

れ

は

わ

た

し

の

自

問

に

過

ぎ

な

い

が

、

本

書

を

ひ

も

解

く

と

、

「

そ

う

で

す

ね

。

そ

れ

な

ら

『

最

低

生

活

費

非

課

税

の

原

則

』

か

ら

考

え

て

み

た

ら

い

か

が

で

す

か

？

　

憲

法

�

条

（

生

存

権

）

で

す

」

と

。

こ

ん

な

風

に

本

書

は

、

読

者

に

語

り

か

け

て

く

る

。

北

野

先

生

が

人

生

を

か

け

て

紡

い

だ

税

法

の

物

語

で

あ

る

。

（１１） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

東

京

・

一

般

社

団

法

人

江

戸

川

北

法

人

会

（

髙

橋

桂

治

会

長

）

は

８

月

２

日

、

江

戸

川

区

総

合

文

化

セ

ン

タ

ー

で

「

親

子

で

楽

し

む

♪

税

と

ラ

テ

ン

音

楽

楽

し

い

ミ

ュ

ー

ジ

ッ

ク

コ

ン

サ

ー

ト

」

を

開

催

し

た

（

後

援

／

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

）

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

来

賓

と

し

て

江

戸

川

北

税

務

署

の

木

本

正

樹

署

長

な

ど

が

出

席

し

、

会

場

に

は

地

元

の

小

学

生

と

そ

の

保

護

者

ら

約

３

５

０

人

が

訪

れ

た

。

　

ま

ず

、

コ

ン

サ

ー

ト

に

先

立

ち

、

「

楽

し

い

租

税

教

室

～

税

金

っ

て

な

あ

～

に

？

」

を

行

い

、

税

博

士

が

税

金

ク

イ

ズ

を

交

え

て

、

身

近

な

税

の

話

を

行

っ

た

。

　

続

い

て

「

楽

し

い

ミ

ュ

ー

ジ

ッ

ク

コ

ン

サ

ー

ト

」

で

は

、

「

ラ

バ

ン

バ

」

に

合

わ

せ

て

冒

頭

か

ら

手

拍

子

で

盛

り

上

が

り

、

「

テ

キ

ー

ラ

」

で

は

、

親

子

で

大

合

唱

す

る

な

ど

参

加

者

が

一

体

と

な

り

、

最

後

ま

で

楽

し

い

コ

ン

サ

ー

ト

と

な

っ

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

（

荒

井

喜

和

会

長

）

は

、

�

支

部

に

分

か

れ

て

活

動

し

て

お

り

、

今

回

、

そ

の

中

の

８

支

部

が

夏

の

税

の

啓

発

活

動

と

し

て

、

�

か

所

の

お

祭

り

会

場

や

イ

ベ

ン

ト

会

場

で

一

般

の

小

学

生

以

下

を

対

象

に

オ

リ

ジ

ナ

ル

の

税

金

ノ

ー

ト

や

法

人

会

グ

ッ

ズ

の

ウ

ェ

ッ

ト

テ

ィ

ッ

シ

ュ

、

メ

モ

帳

を

配

布

し

た

＝

写

真

（

清

田

区

民

ま

つ

り

）

。

　

配

布

に

は

役

員

を

中

心

に

地

域

の

会

員

が

集

ま

り

、

毎

年

恒

例

の

啓

発

活

動

で

地

域

に

貢

献

す

る

と

と

も

に

、

法

人

会

の

Ｐ

Ｒ

活

動

を

行

っ

て

い

る

。

　

栃

木

税

務

署

（

石

澤

聖

志

署

長

）

は

８

月

４

日

、

栃

木

市

内

で

開

催

さ

れ

た

「

蔵

の

街

２

０

２

４

サ

マ

ー

フ

ェ

ス

タ

」

で

税

の

期

限

内

完

納

を

Ｐ

Ｒ

し

た

。

　

栃

木

市

は

、

か

つ

て

「

北

関

東

の

商

都

」

と

呼

ば

れ

、

市

街

を

流

れ

る

巴

波

川

の

岸

辺

や

市

中

心

部

を

通

る

蔵

の

街

大

通

り

に

は

、

黒

塗

り

の

重

厚

な

見

世

蔵

や

白

壁

の

土

蔵

群

な

ど

が

今

も

残

る

。

同

フ

ェ

ス

タ

は

そ

ん

な

蔵

の

街

エ

リ

ア

を

会

場

と

し

た

夏

祭

り

。

　

当

日

は

栃

木

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

の

役

員

ら

と

と

も

に

、

石

澤

署

長

を

は

じ

め

と

し

た

税

務

署

職

員

と

県

税

職

員

が

来

場

者

に

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

名

入

り

の

ポ

ケ

ッ

ト

テ

ィ

ッ

シ

ュ

を

配

布

し

、

納

税

資

金

貯

蓄

・

期

限

内

完

納

の

推

進

を

呼

び

掛

け

た

＝

写

真

。

　

７

月

�

日

付

の

人

事

異

動

に

よ

り

、

金

沢

国

税

局

長

に

就

任

し

た

長

内

昌

三

氏

が

こ

の

ほ

ど

、

就

任

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

会

見

で

長

内

局

長

は

、

冒

頭

、

令

和

６

年

能

登

半

島

地

震

に

お

い

て

被

災

さ

れ

た

方

々

に

心

か

ら

の

お

見

舞

い

を

申

し

上

げ

た

上

で

、

「

税

務

行

政

を

円

滑

に

運

営

し

て

い

く

た

め

に

は

、

納

税

者

の

皆

様

の

ご

理

解

と

信

頼

を

得

る

こ

と

が

不

可

欠

で

あ

り

、

適

正

な

申

告

・

納

税

を

行

っ

て

い

る

誠

実

な

納

税

者

の

方

々

が

不

公

平

感

を

抱

く

こ

と

の

な

い

よ

う

、

悪

質

な

納

税

者

に

対

し

て

は

厳

正

に

対

処

し

、

適

正

・

公

平

な

課

税

及

び

徴

収

の

実

現

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

そ

の

た

め

に

も

、

職

員

が

一

致

協

力

し

て

、

納

税

者

の

利

便

性

の

向

上

、

適

正

・

公

平

な

税

務

行

政

の

推

進

に

向

け

て

力

を

尽

く

し

、

納

税

者

の

皆

様

の

理

解

と

信

頼

を

得

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

」

と

述

べ

、

能

登

半

島

地

震

へ

の

対

応

に

つ

い

て

は

、

「

申

告

・

納

付

等

の

期

限

が

延

長

さ

れ

て

い

る

市

町

を

管

轄

す

る

税

務

署

を

中

心

に

、

災

害

に

関

す

る

各

種

税

制

措

置

等

の

相

談

が

続

く

こ

と

が

見

込

ま

れ

ま

す

が

、

納

税

者

の

皆

様

へ

の

対

応

に

当

た

り

ま

し

て

は

、

引

き

続

き

、

被

災

さ

れ

た

方

々

に

寄

り

添

っ

た

親

切

丁

寧

な

対

応

を

行

っ

て

ま

い

り

ま

す

」

と

語

っ

た

。

　

ま

た

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

の

推

進

に

つ

い

て

は

、

「

納

税

者

の

方

々

の

利

便

性

の

向

上

の

た

め

、

日

常

使

い

慣

れ

た

デ

ジ

タ

ル

ツ

ー

ル

か

ら

簡

単

・

便

利

に

手

続

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

環

境

の

充

実

を

目

指

す

な

ど

、

〝

納

税

者

目

線

〟

を

大

切

に

税

務

手

続

の

デ

ジ

タ

ル

化

に

関

す

る

各

種

施

策

を

進

め

て

い

き

た

い

」

と

力

強

く

抱

負

を

語

っ

た

。

　

長

内

昌

三

（

お

さ

な

い

・

し

ょ

う

ぞ

う

）

氏

の

略

歴

　

昭

和

�

年

札

幌

国

税

局

入

局

。

東

京

国

税

局

課

税

総

括

課

長

、

福

岡

国

税

局

課

税

第

一

部

長

、

令

和

５

年

７

月

か

ら

国

税

庁

監

督

評

価

官

室

長

な

ど

を

経

て

、

現

職

。

�

歳

、

北

海

道

出

身

。

　

７

月

５

日

付

の

人

事

異

動

で

関

東

信

越

国

税

局

長

に

就

任

し

た

岩

佐

理

氏

が

こ

の

ほ

ど

、

就

任

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

会

見

で

岩

佐

局

長

は

「

国

税

庁

の

任

務

の

際

た

る

も

の

は

、

内

国

税

の

適

正

か

つ

公

平

な

賦

課

・

徴

収

の

実

現

で

あ

る

の

で

、

こ

れ

を

時

代

に

あ

わ

せ

た

や

り

方

で

し

っ

か

り

と

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

し

て

い

き

た

い

」

と

抱

負

を

語

っ

た

。

　

そ

の

上

で

、

「

こ

れ

だ

け

デ

ジ

タ

ル

化

が

進

ん

で

い

る

中

で

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

（

デ

ジ

タ

ル

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

）

も

し

っ

か

り

と

進

め

て

い

か

な

い

と

い

け

な

い

。

納

税

者

の

利

便

性

を

向

上

さ

せ

つ

つ

、

我

々

の

仕

事

も

デ

ジ

タ

ル

技

術

を

活

用

し

な

が

ら

よ

り

高

度

化

・

効

率

化

さ

せ

て

い

く

。

足

元

だ

け

で

な

く

、

将

来

も

見

据

え

て

職

員

と

と

も

に

考

え

な

が

ら

進

め

て

い

き

た

い

」

と

し

た

。

　

ま

た

、

同

局

管

内

に

は

多

く

の

日

本

酒

の

酒

蔵

が

あ

る

こ

と

に

触

れ

つ

つ

、

「

ワ

イ

ン

、

ウ

イ

ス

キ

ー

、

ビ

ー

ル

な

ど

も

つ

く

ら

れ

て

い

る

。

そ

れ

ぞ

れ

の

地

域

の

実

情

も

踏

ま

え

て

、

税

務

署

と

一

体

と

な

っ

て

酒

類

業

の

振

興

に

も

取

り

組

ん

で

い

き

た

い

」

と

述

べ

た

。

　

岩

佐

理

（

い

わ

さ

・

お

さ

む

）

氏

の

略

歴

　

平

成

６

年

大

蔵

省

入

省

。

�

年

、

米

子

税

務

署

長

。

平

成

�

年

、

財

務

省

主

計

局

主

計

官

。

令

和

３

年

、

内

閣

官

房

内

閣

参

事

官

。

４

年

、

大

臣

官

房

文

書

課

長

。

新

潟

県

出

身

。

趣

味

は

ス

キ

ー

、

温

泉

巡

り

。

　

神

奈

川

・

緑

税

務

署

（

大

辻

秀

幸

署

長

）

は

８

月

９

日

、

桐

蔭

学

園

高

等

学

校

の

生

徒

を

対

象

に

職

業

体

感

プ

ロ

グ

ラ

ム

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

模

擬

調

査

や

捜

索

体

験

な

ど

を

実

施

し

、

生

徒

た

ち

は

体

験

を

通

し

て

「

適

正

公

平

な

賦

課

・

課

税

の

実

現

」

に

つ

い

て

学

ん

だ

。

　

桐

蔭

学

園

で

は

、

小

学

校

、

中

等

教

育

学

校

で

も

毎

年

租

税

教

室

が

行

わ

れ

て

い

る

。

中

等

教

育

学

校

の

化

学

科

教

諭

・

神

谷

博

氏

は

道

徳

教

育

推

進

教

師

と

い

う

肩

書

を

持

ち

、

�

年

ほ

ど

前

か

ら

租

税

教

育

に

力

を

注

い

で

お

り

、

「

租

税

教

育

は

道

徳

で

学

ぶ

べ

き

、

社

会

の

仕

組

み

と

し

て

で

は

な

く

〝

共

助

の

心

〟

、

国

民

が

安

心

し

て

暮

ら

し

を

す

る

た

め

の

守

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

ル

ー

ル

で

あ

る

」

と

し

て

生

徒

に

指

導

し

て

い

る

。

　

先

生

か

ら

教

え

を

受

け

た

生

徒

た

ち

が

将

来

、

正

し

く

申

告

・

納

税

し

て

い

く

こ

と

が

、

こ

れ

か

ら

の

「

適

正

公

平

な

賦

課

・

徴

収

の

実

現

」

の

手

助

け

と

な

っ

て

い

く

。

（１２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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